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第１章 総則

（目的）

第１条 本仕様書は、長崎市が行う公共下水道事業のための施設である三重下水処理場、三重多

以良中継ポンプ場、三重中継ポンプ場及び放流渠（以下「処理場等」という。）の性能発注方式

に基づく包括的な維持管理業務委託にあたり、処理場等の適正な運転、一定の性能の確保及び

効果的かつ経済的な運転管理を行うために必要な事項を定め、公共用水域の水質保全及び向上

を図ることを目的とする。

（受注者の留意事項）

第２条 受注者は、次に揚げる事項に留意し、誠実かつ安全に本業務委託を履行しなければなら

ない。

（１） 本業務委託を円滑に遂行するとともに、処理場等の機能が十分に達成できるように努め

ること。

（２）契約書、仕様書等に基づき本業務委託を完全に履行すること。

（３）臭気、騒音は特に注意し、その防止に努めること。

（４）本業務委託の遂行にあたっては、環境関係法令を遵守し、環境負荷の低減を図るなど、

環境への配慮に努めること。

（５） 市民対応について、真摯に対応すること。

（業務の履行場所）

第３条 本業務委託の履行場所は、次のとおりである。なお、施設の概要は、別紙.施設概要（三

重処理区）に示す。

（１）三重下水処理場      長崎市京泊２丁目８番５０号

（２）三重多以良中継ポンプ場  長崎市多以良町２００５番３

（３）三重中継ポンプ場     長崎市三重町３７６４番

（４）三重下水処理場放流渠   長崎市多以良町

（５）三重処理区マンホールポンプ場 ７箇所

    ※マンホールポンプ場については、監視のみ履行

（業務の範囲及び内容）

第４条 本業務委託の範囲及び業務内容は、本仕様書「第２章」に定めるとおりとする。

（業務の管理）

第５条 受注者は、本業務が公益事業であることを十分認識し、業務を履行すること。

２ 受注者は労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）等、災害防止関係法令の定めるところ

により、安全衛生管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生管理上の障害

が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、速やかに発注者に連絡すること。

３ 受注者は、処理場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、処理場等の維持管

理に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識を持ってこれにあたり、創意工
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夫し、設備の予防保全に努めること。

４ 受注者は、大雨、台風、地震等の天災及び、処理機能に重大な支障を生じるおそれのある

場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように備えること。

（発注者）

第６条 本業務委託における発注者の権限は、契約書に規定した事項とする。

２ 発注者が前項に定める権限を行使する場合は、書面により行うものとする。ただし、緊急

を要する場合は、口頭で指示等を行うことができ、受注者はその指示等に従うものとし、後

日書面にて発注者と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

（総括責任者の選任）

第７条 受注者は、三重下水処理場に勤務する従業員の中から、総括責任者を選任し、契約締結

時に書面により発注者に通知しなければならない。また、変更した場合も同様とする。なお、

当該書面の提出にあたっては、受注者が総括責任者を直接雇用していることを証明する書類を

添付すること。

（総括責任者の資格）

第８条 総括責任者の資格は、次のとおりとする。

（１）下水道法（昭和 33年法律第 79 号）第２２条第２項の有資格者、下水道管理技術認定試

験（処理施設）の合格者又は、第三種下水道技術検定の合格者である者

（２）上記の者で、下水処理場の維持・管理業務に２年以上の経験を有し、かつ総括責任者の

職務にあたり管理能力がある者

（総括責任者の職務）

第９条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。

（１）従業員の指導監督を適切に行うこと。

（２）従業員の研修を行い技術の向上に努めること。

（３）発注者と連絡を密にし、意思の疎通を図るとともに、協議事項を的確に行わせるように、

従業員を指導すること。

（４）契約書、仕様書、完成図書及び業務内容を十分に把握し、常に現場を巡視すること。

（５）日報の提出等総括的な業務を行うこと。

（６）大雨、台風、地震等の自然災害など緊急事態に備え、速やかに応急の処置を講ずる体制

を整えること。

（７）処理場等の運転に支障が発生した場合又は発生する恐れがあると判断した場合は、応急

の処置を講じるとともに、発注者に速やかに連絡すること。

（副総括責任者の選任）

第１０条 受注者は、三重下水処理場に勤務する従業員の中から、副総括責任者を選任し、契約

締結時に書面により発注者へ通知しなければならない。また、変更した場合も同様とする。な
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お、当該書面の提出にあたっては、受注者が副総括責任者を直接雇用していることを証明する

書類を添付すること。

２ 副総括責任者は、総括責任者がやむをえず一時的に不在となる場合、第９条に定める総括

責任者の職務を代理する。

（水質管理責任者の配置）

第１１条 受注者は、三重下水処理場に勤務する従業員の中から、水処理方法を熟知し、水質管

理について３年以上の経験を有する者を水質管理責任者として配置すること。なお、水質管理

責任者は、総括責任者及び副総括責任者と兼務することができる。

  （業務履行計画）

第１２条 受注者は、業務開始日までに、本仕様書に基づいて次の事項を記載した業務履行計画

書を作成し、発注者の確認を受けなければならない。

（１）実施方針

（２）人員体制

（３）業務履行体制

（４）ユーティリティーの管理、使用の方法

（５）保守点検計画

（６）施設管理計画

（７）諸業務実施計画

  （業務履行体制）

第１３条 受注者は、前条第３号の業務履行体制に、次の事項を記載しなければならない。なお、

この体制を変更した場合も同様とする。

（１）保守点検体制

（２）運転操作監視体制

（３）水質試験体制

（４）安全衛生管理体制

（５）火災予防管理体制

（６）事故災害等緊急時対応体制

（７）再委託業務履行体制

（８）施設機能診断体制

（９）履行業務検査体制（品質保証のため、受注者が自ら実施する検査を対象とする）

（10）有資格者の配置計画

（11）その他必要な体制

（従事者と人員体制）

第１４条 受注者は、本業務委託に従事する者の担当業務を明記した名簿を作成し、第１２条第

２号により、発注者へ提出しなければならない。また、従事者及び人員の変更が生じたときは、
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速やかに発注者へ提出しなければならない。

２ 受注者は、本業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合（以下｢再委託｣と

いう。）、再委託先の事業者名と業務に従事する者の担当業務を明記した名簿を作成し、速や

かに発注者へ提出しなければならない。

３ 受注者は、従業員の職種を｢下水道施設維持管理積算要領－終末処理場・ポンプ場編－（社

団法人日本下水道協会、２０１１年版）｣（以下、「積算要領」という。）が示す職種の基準を

参考に構成し、適切な技術者等の配置と的確な業務の履行に努めなければならない。

  （有資格者の配置）

第１５条 受注者は、本業務委託を実施するために必要な職員を配置するものとし、別表１に記

載する資格等を有する者を配置しなければならない。

  （業務の再委託）

第１６条 受注者は、本業務委託のうち、次の業務を再委託してはならない。

（１）保守点検業務（法定点検や特殊な機器の保守点検を除く）

（２）運転操作監視業務

（３）事故災害等緊急時対応業務

（４）安全衛生管理業務

（５）ユーティリティーの管理を含む施設・物品管理業務

（６）履行業務に係る廃棄物の搬出における確認作業

２ 受注者は、前項各号以外の業務を再委託する場合は、可能な限り市内業者から選定し、あ

らかじめ発注者の承認を得なければならない。

３ 再委託をする場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関

して再委託者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注

者が負担するものとする。

４ 再委託者の監督業務も本業務委託に含むものとする。

（検査）

第１７条 受注者は、月毎若しくは年度毎の業務が完了したとき、又は全ての業務が完了したと

きに、本仕様書第４１条に基づく業務完了報告書とともに業務一部完了届又は業務完了届を提出

し、発注者の検査を受けなければならない。

２ 発注者は、業務の一部又は全ての完了を確認するため、本仕様書第４２条に基づき検査を

行うものとする。

  （施設の維持管理）

第１８条 受注者は、維持管理する処理場等が、長崎市が行う公共下水事業のための施設である

ことを自覚し、その目的を達成するために業務を履行しなければならない。

２ 受注者は、処理場等の施設を目的外に使用してはならない。

３  受注者は、次に掲げることを厳守しなければならない。ただし、特に発注者が認める場合   
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はこの限りではない。

（１）業務履行に直接関係のない者を処理場等へ入れないこと。

（２）業務履行に直接関係のない物品資材を処理場等へ持ち込まないこと。

（３）業務履行に直接関係のない車両等を処理場等へ乗り入れないこと。

（４）処理場等の設備、物品等を施設外へ持ち出さないこと。

（５）業務の履行にあたり、処理場等周辺住民との間に紛争が生じないように努めること。

４ 受注者は、市民、行政機関又は報道機関等からの処理場等の維持管理に関する、照会、意

見、要望、依頼等の対応に協力すること。

  （安全衛生管理）

第１９条 受注者は、業務の実施に当たり遵守すべき安全衛生に関する事項を定め、安全衛生管

理計画を策定しなければならない。

（安全教育及び訓練）

第２０条 受注者は、本委託業務に従事する者に対して、次のことを行わなければならない。

（１） 処理場等の施設の安全に関する必要な知識及び技能に関する教育

（２） 事故その他災害が発生したときの処置について、実地指導、及び訓練

  （維持管理安全連絡会）

第２１条 受注者は、本業務委託における作業の安全を期するため、安全管理に関する情報の共

有を目的として、発注者が年２回主催する「維持管理安全連絡会」に出席しなければならない。

（施設の使用）

第２２条 受注者は、処理場等の施設のなかで業務履行に必要な事務所、作業員控室、更衣室、

宿直室、便所、浴室、工作室等並びに駐車場については、使用することができる。ただし、別

表２に示す使用条件を遵守すること。

  （貸与備品及び支給品等の管理）

第２３条 発注者は、本業務委託の履行に必要な処理場等の完成図書類及び専用特殊工具、部品

類等を受注者に貸与又は支給する。

２ 受注者は、前項の貸与備品及び支給品等を受領したときは、受領書及び貸与備品等リスト

を作成し、指定する期日までに発注者へ提出しなければならない。

３ 受注者は、受領した貸与備品及び支給品等を適切に管理しなければならない。

４ 受注者は、故意又は過失により貸与備品等を毀損し、又は滅失したときは、受注者の費用

で当該物と同等以上の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。

５ 前項により、受注者が購入又は調達した貸与備品等は、発注者に帰属するものとする。

  （諸法令の遵守）

第２４条 受注者は、本業務委託の履行にあたり下水道法（昭和 33年法律第 79 号）及び関係法
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令を遵守するとともに、長崎市及び長崎市上下水道局が定める条例並びに管理規定等を遵守し

なければならない。

２ 受注者は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49 号）第 7条に基

づき維持管理するとともに、発注者のエネルギー管理員がエネルギーの使用の合理化のため

に行う指示に従わなければならない。

  （行政機関等への手続）

第２５条 受注者は、本業務委託の履行に係る必要な行政機関及びその他関係機関への届出等に

必要な書類を作成し、手続きを行うものとする。

２ 受注者は、前項に規定する届出等にあたって、作成した書類は、事前に発注者の確認を受

けるものとする。

（事故発生時の対応、損害の賠償等）

第２６条 受注者は、労働者又は第三者に負傷、もしくは死亡等を生じさせた労務災害、その資

産に損害を生じさせた事故、ならびにその他重大事故（以下「労務災害等」という。）が発生し

た場合、負傷者の救護措置（救急車の手配を含む。）及び二次災害の応急防止措置をとったうえ、

直ちに発注者に連絡し報告書を提出することとする。また、死亡事故及び重大事故については、

速やかに所轄の警察署及び労働基準監督署に通報するものとする。

２ 本業務委託の履行に伴い生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受注者

がその費用を負担するものとする。なお、契約期間終了後、又は契約の取消し後も同様とす

る。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発

注者が負担する。

３ 発注者は、受注者の責に帰すべき事由により生じた損害について第三者に対して賠償した

ときは、受注者に対して発注者が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求す

ることができる。

  （保険）

第２７条 受注者は、次の保険に加入し、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを速やかに

発注者へ提示しなければならない。

（１）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）、

健康保険法（大正 11年法律第 70号）及び中小企業退職金共済法（昭和 34年法律第 160

号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保

険

（２）本業務委託履行に関する賠償責任保険（「機械保険」を含む。）

（履行期間及び引継期間）

第２８条 本業務委託の履行期間及び引継期間は、次のとおりとする。

（１）履行期間

契約締結日から令和５年１月３１日２４時００分までとする。
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ただし、業務開始日は令和２年２月１日００時００分とする。

なお、契約締結日から令和２年１月３１日２４時００分までは、事前の準備及び前期受

注者からの引継期間とし、期間中に係る経費は受注者の負担とする。

（２）前期受注者からの引継期間

   受注者は、契約締結日から前期受注者の履行期間満了日までに、前期受注者からの引継

ぎを、引継事項書等を用いて完了しなければならない。

（３）次期受注者への引継期間

  受注者は、次期受注者の契約締結日（履行期間満了約２か月前）から本履行期間満了日

までに、次期受注者への引継ぎを、引継事項書等を用いて完了しなければならない。

   なお、発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、本履行期間終了後であっても無償で引継

ぎを行うこと。

- 7 -



第２章 業務範囲及び業務内容

  （業務対象施設）

第２９条 本業務委託の対象施設及び設備等は、本仕様書第３条に示す施設の土木建築、付帯設

備、機械設備及び電気設備とする。

  （業務範囲）

第３０条 受注者が行う本業務委託の履行範囲は、次のとおりである。

（１）三重下水処理場を勤務地とし、処理場等の維持管理をすること。

（２）三重下水処理場に流入する汚水の想定水質及び想定水量（以下「想定流入水」という。）

に対し、受注者自らの技術力と創意工夫により維持管理業務を履行し、放流水質及び脱

水ケーキ含水率が別表３に示す契約基準、達成基準及びその他関係法令に定める基準を

満たす維持管理をすること。

（３）事故災害等の緊急事態に対応できる体制を整え、緊急事態の発生時に処理場等の運転操

作をすること。

（４）処理場等施設設備の保守点検計画を策定し、実施すること。なお、別表４に、本業務委

託の契約期間中に発注者が行う処理場等施設の整備予定を示す。

（５）処理場等施設設備の運転操作監視計画を策定し、実施すること。

（６）処理場等施設設備の修繕を必要に応じて実施すること。

（７）処理場の水処理、汚泥処理に係る水質試験を実施し、施設の適切な運転に努めること。

（８）業務の計画及び履行を記録し、整理報告すること。

（９）処理場等の脱水ケーキ、沈砂、し渣等の搬出準備、手配及び立会をすること。

また、廃棄物等の処理区分・内容を別表５に示す。

（10）処理場等の巡視、点検、施錠、清掃、危険箇所の把握及び火災予防のための措置をする

こと。

（11）処理場等の除草及び植栽樹木の管理をすること。

（12）処理場等の備付機材、備品、材料等を整理整頓し、在庫管理をすること。

（13）本業務委託の対象施設及び設備等の管理をすること。

（14）本業務委託履行に必要な電力、水道、薬品等ユーティリティーの管理を行い、その使用

量削減に努めること。

（15）臭気、騒音等の公害防止に努め、適宜、臭気等の測定を行い、処理場等の周辺地域の環

境対策を図ること。

（16）夜間監視を行っている統合監視システムより機械通報を受けた時、あるいは統合監視シ

ステムを用いて夜間監視を行っている西部下水処理場維持管理業務委託受注者から連絡

を受けた時は、必要に応じた緊急措置を行うこと。

(17）放流渠の点検業務を実施するものとする。詳細については、別添「三重下水処理場放流

渠点検業務仕様書」による。なお、放流渠の統合監視システムからの通報を受け、必要

に応じた措置を行うこと。

（18）処理場等の施設見学に対する対応を行うこと。なお、行政視察等については、基本的に

発注者が対応するが、施設の現地案内等で発注者に協力すること。
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（19）発注者が別途に契約する警備業務委託会社から連絡を受けた場合、適宜対応すること。

（20）受注者は、発注者が実施する工事、修繕、業務委託（以下「工事等」という。）に際し、

円滑に進められるように協力すること。

(21)大平浄化センター、神浦浄化センター及び琴海南部浄化センターから搬出される濃縮汚泥、

し渣を受け入れること。

  大平浄化センター   長崎市琴海大平町１２５０番地

    濃縮汚泥運搬予定量：３２７．６ｍ3/年（約３．６ｍ3/日～約７．２ｍ3/日）

  神浦浄化センター   長崎市神浦向町２９３番地２

    濃縮汚泥運搬予定量：１,０３０ｍ3/年（約１０ｍ3/日～約２０ｍ3/日）

    し渣運搬予定量：５２回/年（約１５ｋｇ/回）

  琴海南部浄化センター 長崎市琴海村松町７６０番地３

    し渣運搬予定量：５０回/年（約３０ｋｇ/回）

（22）その他、発注者が指示すること。

  （流入水、放流水及び脱水ケーキ量）

第３１条 三重下水処理場の想定流入水及び脱水ケーキ想定量を、別表６に示す。なお、脱水ケ

ーキ量は想定量を超えないよう減量に努めなければならない。

  （契約基準）

第３２条 契約基準とは第３１条に定める想定流入水の範囲内において、常に満たさなければな

らない放流水質及び脱水ケーキ含水率の基準である。なお、契約基準は別表３に定める。

２ 発注者は、契約基準を満たしていることを確認するため、下水道法（昭和 33年法律第 79

号）等に基づいて行う放流水の水質試験等（以下「精密試験等」という。）を行う。なお、精

密試験等の実施日は発注者が指定した日とする。

３ 発注者は、前項の精密試験等により契約基準を満たさない（以下「性能未達」という。）と

判明した場合は、速やかに受注者に通知するものとする。

４ 受注者は、自ら性能未達を確認した場合、又は発注者が精密試験等の結果をもとに性能未

達を指摘した場合には、直ちに契約基準を満たすための措置を講ずるとともに、速やかにそ

の経過と措置の内容を発注者に報告しなければならない。

５ 受注者の故意または過失により、放流水質が水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138 号）に

基づく排水基準値を満たさない場合、施設設置者である発注者に課せられる罰金（水質汚濁

防止法第 31条に定める五十万円以下の罰金）について、その費用を受注者に請求することが

できる。

６ 受注者は、性能未達となる期間を把握するために、性能未達が最初に確認された時点から、

性能未達でないことが確認されるまで、１日１回以上、水質試験等を行う。

７ 発注者は、受注者が行う水質試験等の結果をもって、性能未達の期間を確認する。なお、

性能未達期間の把握に伴う水質試験等に要した費用の全ては受注者が負担する。

８ 発注者は、受注者が性能未達の状態を克服できないと判断した場合、施設の運転操作に関

する指示を行うことができるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。
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この場合において、受注者に損害、損失又は費用増加が生じても、発注者はその賠償の責め

を負わない。

９ 受注者は、前項の運転操作について、発注者が要した費用がある場合、その費用の全てを

負担し、費用の算定は発注者が行うものとする。

10 本業務委託の履行中、受注者の故意又は重大な過失による性能未達の処理水放流等で、周

辺環境に影響を及ぼしたことに伴い生じた損害は、受注者が負担する。

11 発注者は、性能未達の状態が継続し、かつ、受注者が第８項の指示に従わないときは、契

約書第１７条により契約を解除することができる。

12 発注者は、前項の規定により契約の解除を行おうとするときは、あらかじめ受注者と協議

した上で受注者に通知するものとする。

  （達成基準）

第３３条 達成基準とは性能未達を未然に防止するための放流水質及び脱水ケーキ含水率の基準

である。なお、達成基準は別表３に定める。

２ 受注者は、自ら達成基準を満たさないと確認した場合、又は発注者が精密試験等の結果を

もとに達成基準を満たさないことを指摘した場合には、速やかに発注者とその対応について

協議を行い、達成基準を満たすための措置を講ずるとともに、速やかにその経過と措置の内

容を発注者に報告しなければならない。

（施設機能の保持及び確認）

第３４条 受注者は、契約締結時に確認した処理場等の施設機能を保持しなければならない。

２ 受注者は、処理場等の施設について契約締結時、契約満了時及び契約期間中発注者並びに

受注者が必要と判断したときは施設機能を確認し、発注者に報告しなければならない。

３ 受注者は、仕様書に基づく善良な維持管理にもかかわらず、経年劣化により施設機能を保

持できないと診断したとき、又は、契約締結時に潜在した不備若しくは不具合を発見したと

きは、直ちに維持管理の経過と現況を発注者に報告し、確認を求めなければならない。

４ 受注者は、故意又は過失により施設機能を保持できなくなったときは、直ちに発注者に報

告し、受注者の負担により速やかにその機能を回復させ、発注者の確認を受けなければなら

ない。

５ 受注者は、発注者が行う前項の機能確認に際して、その業務に協力するものとする。

６ 発注者が行う機能確認の結果、施設機能が確認できなかった場合、受注者は発注者と協議

し直ちに機能回復に必要な措置を行い、その結果を速やかに発注者へ報告し確認を受けなけ

ればならない。

７ 受注者は、施設機能の確認結果に疑義がある場合は、発注者に施設機能の再確認を請求す

ることができる。

８ 発注者は、前項の請求が妥当と認められる場合は、受注者の立会いのもとで施設機能の再

確認を行うものとする。

９ 発注者は、施設機能の確認を第三者に委託することができる。この場合は、発注者は、施

設機能の確認を第三者に委託したことについて受注者に通知し、受注者はこれに同意しその
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業務に協力するものとする。

（マンホールポンプ場遠方監視）

第３５条 受注者は、マンホールポンプ場Ｗｅｂ監視システムにより三重処理区域に設置してい  

るマンホールポンプ場の遠方監視業務を行うものとする。

２ 受注者は、発注者との連絡体制を確認し、警報ごとに故障時連絡体制を協議の上作成し、

各年度ごとに発注者の確認を受けなければならない。

３ 受注者は、マンホールポンプ場の警報を確認した際は、第２項にて作成する連絡体制をも

とに、発注者へ連絡を行うこと。

  （緊急事態への対応）

第３６条 受注者は、別表７の緊急事態に対し、その対応について手順及び体制を定めておかな

ければならない。また、この手順は本仕様書第１２条に規定する業務履行計画書に示さなけれ

ばならない。

２  受注者は、処理場等に緊急事態が発生した場合は、直ちに緊急体制に入り適切な処置をと

るとともに、速やかに発注者へ報告しなければならない。

３ 発注者は、緊急事態が別表７右欄の非常事態に該当すると判断した場合、非常事態宣言を

発し、一時的に施設の運転操作を指示することができる。

４ 受注者は、緊急事態において自らの手順に従い、かつ、臨機の措置として自らの判断に基

づき損害を最小化するための最善の努力を行わなければならない。なお、緊急事態により処

理場等の施設に何らかの損害が発生した場合にはその責は問われないものとする。

５ 緊急事態により発生した費用のうち、次の事項に該当するものは発注者の負担とする。

（１）特定事業場からの悪質排水等、想定水質を逸脱した流入水が原因で、活性汚泥の死滅等

が発生し、下水を処理することが不可能となった場合で、受注者の対応に故意過失がな

い場合の活性汚泥回復のための費用等

（２）地震等が原因で、処理場等が損傷し、施設性能の確保が不可能となった場合で、受注者

の対応に故意又は過失がない場合の処理場等修復のための費用等

（３）非常事態宣言が発せられ、発注者の指示により運転操作を行った場合で、処理場等が損

傷又は、機能低下し、処理場等の施設性能を維持することが不可能となった状況におい

   て、受注者の対応に故意又は過失がない場合の処理場等修復のための費用等

  （盗難、火災等及び第三者への被害等発生の防止）

第３７条 受注者は、処理場等における機器、備品等の盗難防止、火災防止及び関係者以外の侵

入者防止に努めなければならない。

２ 受注者は、施設ごとに火元責任者を選び、火気の適切な取扱い及び火の後始末を徹底させ、

  消火訓練等により防火意識の高揚を図らなければならない。

３ 受注者は処理場等の各施設、敷地内を定期に巡視・点検し、破損、落下・飛散等により災

害発生のおそれのある箇所の発見に努めること。また、発見した時は、速やかに発注者に連

絡し、これを修繕する等の措置を講じなければならない。
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  （責任分担）

第３８条 本業務委託における発注者及び受注者の責任分担は、別表８のとおりとする。

  （発注者が実施する工事の取扱い）

第３９条 受注者は、発注者が実施する工事等に際し、必要に応じて施設の解錠及び施錠、工事

等前準備としての機器類の操作及び準備作業（水抜き等を含む）、機器の解線・結線時の立会

い・指導、既設設備にかかわる工事施工時の立会い、試運転時の準備作業及び立会い・操作等

適宜対処すること。

２ 発注者が実施する工事等に係る責任は発注者が負うものとする。

３ 発注者が実施する工事に要する（仮設事務所含む）水道光熱費は発注者が負担する。

４ 発注者が実施する修繕の水道光熱費は、協議によるものとする。
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第３章 業務書類等

  （業務書類等の提出）

第４０条 受注者は、本仕様書第１２条に規定する業務履行計画書に基づき、別表９に定める業

務書類等を作成し整理保管すること。また、提出期限の定められたものは、指定する期日まで

に発注者へ提出し、確認を受けなければならない。その際、発注者が指示するものは、電子デ

ータによる提出とする。

  （業務完了報告）

第４１条 受注者は、月毎若しくは年度毎の業務が完了したとき、又は、契約期間満了により本

業務委託が完了したときは、別表９に定める提出書類を指定する期日までに発注者へ提出し、

検査を受けなければならない。その際、発注者が指示するものは、電子データによる提出とす

る。

  （検査の方法）

第４２条 発注者は、受注者立会いのもと業務一部完了検査又は業務完了検査を行う。検査の方

法は、仕様書及び長崎市上下水道局契約規程に基づき、主に次の事項を確認する。

（１）精密試験等結果

（２）保守点検結果

（３）運転操作結果

（４）水質試験結果（精密試験を除く）

（５）業務履行日誌

（６）ユーティリティー監理業務報告

（７）諸業務

（８）その他履行業務結果
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第４章 業務実施要領

  （運営業務要領）

第４３条 受注者は、これまでに蓄積してきた下水道施設の維持管理に関する知識や技術、関係

法令等の理解等の更なる研鑽に努め、自らの責任と裁量により契約基準の達成を最優先すると

ともに、処理場等の運営を効率的かつ効果的に行い、次に示す業務を遂行するものとする。

（１）本仕様書第１２条に示す各種業務計画を適正に策定し、指定する期日までに発注者に提

出のうえ、確認を受けること。なお、変更が生じた場合は、速やかに変更計画について発

注者の確認を受けること。

（２）施設保全計画は、発注者が計画する施設等の建設及び既設設備の保守計画と整合をはか

り、委託された範囲の保全を計画すること。なお、発注者が行う整備の予定を別表４に示

す。

（３）監視、保守点検及び精密試験等の結果から得られる情報を的確に判断し、契約基準を達

成するよう運転操作を行うこと。

（５）業務を適正に行い、事故、故障及び苦情等が発生しないよう、リスク管理に万全を期す

こと。

  （運転操作要領）

第４４条 受注者は、処理場等の施設設備の運転操作監視及び保守点検にあたっては、その機能

が十分発揮できるよう、運転操作要領及び機器取扱い説明書その他の完成書類等に基づき、自

らの計画のもとに維持管理をしなければならない。

２ 受注者は、運転操作業務を適正に行い、処理場等において、事故、故障及び苦情等を発生

させないよう万全を期さなければならない。

  （監視業務要領）

第４５条 受注者は、処理場等の巡視及び巡回を定期的に行い、施設の運転状況を確認するとと

もに、設備等異常の早期発見に努めるものとする。

２ 巡視及び巡回点検にあたっては、機器の状況に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有

無、計器の指示等に注意すること。

３ 巡視及び巡回により異常を発見した場合は、速やかに適正な措置を講ずるとともに、必要

に応じ発注者へ報告するものとする。

４ 夜間監視業務の対象とする時間帯（毎日１７時３０分～翌朝８時４５分）において、統合

監視システムからの機械通報、または西部下水処理場維持管理業務委託受注者からの連絡を

受けた場合は、必要な措置を講ずるものとする。

５ 三重下水処理場放流渠点検業務において、統合監視システムにより通報を受けた場合には、

必要に応じた緊急措置を行うものとする。また、緊急措置の内容に応じ、適切な連絡・報告

を行うものとする。ただし、台風接近や大雨時などの非常事態時には、双方協議の上、対応

するものとする。なお、業務内容については、三重下水処理場放流渠点検業務仕様書による。
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  （保守点検業務要領）

第４６条 受注者は、処理場等の設備･機器等の性能及び機能を確保するための必要な測定、点検

及び調査を行うものとする。

２ 受注者は、保守点検基準について、積算要領並びに｢下水道維持管理指針（社団法人日本下

水道協会、２０１４年版）｣ を参考にし、受注者が保守点検計画、点検基準を定め、指定す

る期日までに発注者へ提出のうえ、確認を受けなければならない。

３ 墜落・転落対策を十分に施し、特に開口部における保守点検作業については、安全帯着用

のうえ、複数人数で作業を実施し、安全を確保すること。

４ 受注者は、異常を発見した場合は、速やかにその原因を調査し、適切な措置を講ずるとと

もに、現場で修繕可能なものについては作業を実施し、作業終了後、写真等を添付し、発注

者に報告するものとする。ただし、その異常が処理場等施設の運営に支障をきたすものであ

る場合は、直ちに発注者に報告し、適切に対処したのち、対処方法及びその結果を発注者に

報告するものとする。

５ 現場で修繕できないものについては、発注者と協議してその対応を決定するものとする。

６ クレーンホイストの定期自主点検（作動試験）にあたっては、他の処理場との間で日程等

の調整を行い、検査用ウェイト（タンク）の貸出管理を行い、点検を円滑に実施すること。

  （水質試験業務要領）

第４７条 受注者は、別表１０に定める水質試験業務を行い、その経過及び結果を整理保存して

おかなければならない。

２ 受注者は水質管理上、必要と判断したときは、前項に定めるほか、随時、水質試験を行う

ものとする。

３ 受注者は水処理及び汚泥処理の運転状況並びに水質試験の結果を１週間に１回、電子メー

ルまたは電子媒体等により発注者へ報告しなければならない。

４ 受注者は、水質試験を行うにあたり、処理場水質試験室及び水質試験器具の使用を発注者

に求めるときは、承諾を得なければならない。

５ 発注者が行なった精密試験等の結果は、受注者へ定期的に通知する。

６ 水質試験業務は次の業務を含む。

（１） 水質・汚泥試験業務（別表１０）

（２） 水質試験器具の洗浄・整理

（３） 水質試験室の清掃

（４） 水、汚泥等の採取

（５） 水質分析機器等の保守点検及び修繕

（６） 異常流入時又は発注者が指定した時、水質検査の採水・分析・運搬

  （補修及び簡易な修繕）

第４８条 受注者は、処理場等の施設設備への注油、防錆塗装、部材清掃、消耗品交換及び機器

調整等の定期的な保全とともに、別表１１に示す発注者が支給する部品材料等の交換などの補

修及び簡易な修繕を行い、施設設備の機能を保持しなければならない。
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２ 受注者において、修繕不可能な場合の補修が必要となる場合は、速やかに発注者に報告し、

協議するものとする。  

（修繕業務）

第４９条 受注者は、修繕もしくは計画的な修繕（以下「修繕等」という。）を行い、施設設備の

機能を保持しなければならない。また、その実施要領並びに予定金額を別表１２に示す。

２ 前項における修繕等のうち、特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応

援を必要としないで、勤務時間内に作業、処置できるものは、本修繕業務に含まない。

３ 受注者において、本修繕業務で復旧することが困難な場合は、速やかに発注者に報告し、

協議するものとする。

  （施設･物品管理業務要領）

第５０条 受注者が負担する消耗品等は、別表１３のとおりとする。

２ 受注者は、前項の消耗品等を購入又は調達するときは、適切な品質及び規格のものとし、

水質に悪影響を与えず、設備、機器等の劣化進行をさせないものとする。

３ 受注者は、第１項の消耗品等及び発注者が支給する部品材料等の在庫を把握し、在庫不足

による本業務委託の履行に支障を与えることがないようにすること。

４ 受注者は、各機器のオイル・グリスの交換時に使用する油脂等は、基本的に各機器の取扱

い説明書によるものとする。

５ 受注者は、第１項の消耗品等を購入又は調達したときは、購入量、購入先等について記録

し、発注者が求めた場合は、発注者へ提出するものとする。

６ 受注者は、処理場等の各建物、施設、敷地内及びその周辺を巡視・点検するとともに、安

全衛生及び美観を保つよう、整理、整頓及び清掃を行うなど、適正な管理を行うものとする。

７ 受注者が負担する工業薬品は、別表１４のとおりとする。また、燃料、工業薬品等の発注

及び受け入れを含むユーティリティー管理業務を受注者が自ら行い、使用状況を適宜発注者

に報告するものとする。

８ 前項のほか、受注者が負担する電力、ガス及び水道等を含めたユーティリティー管理業務

を行い、使用状況を適宜発注者に報告するものとする。
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第５章 その他

  （経費の負担）

第５１条 本業務委託に伴う直接経費の負担区分は、別表１５のとおりとする。

  （守秘義務）

第５２条 受注者は、本業務委託に従事する者は、本業務委託の実施により知り得た秘密を外部

へ漏らす又は自己の利益若しくは他の目的に使用してはならない。なお、契約期間が終了又は

契約を取り消された後においても同様とする。

２ 受注者は、本業務委託にて作成した書類等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の

担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りで

ない。

（個人情報の保護）

第５３条 受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）及び長崎市個人情

報保護条例（平成 13年長崎市条例第 27号）の規定並びに次の各号を遵守しなければなら

ない。

（１）受注者は個人情報の保護に留意し、本業務委託の実施に関して知り得た個人情報につい

て漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適正な管

理のために必要な措置を講じなければならない。

（２）受注者又は本業務委託に従事する使用人その他の従事者（使用人その他の従業者であっ

た者を含む。）は、本業務委託により知り得た個人情報を他に知らせ、又は他の目的に使用

してはならない。契約期間が満了し、又は契約を取り消された後においても同様とする。

（３）受注者は、発注者の指示又は許可なく発注者が所有する個人情報の記録された文書等の

全部又は一部を複写し、又は複製してはならない。

（４）受注者は、本業務委託の遂行に伴い発注者から引き渡された個人情報が記録された文書

等を、本業務委託完了後、遅滞なく発注者に返還しなければならない。

（５）個人情報に関し、漏えい等の事故があったときは、受注者は、速やかに発注者に報告を

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申出及び苦情への適切かつ

迅速な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、個人情報の取扱規程等を作成するも

のとする。

３ 発注者は、第１項各号の規定が遵守されているかを調査するため、立ち入り検査を行うこ

とができる。立ち入り検査の際には、受注者は発注者の求める関係資料を速やかに提示しな

ければならない。

４ 発注者は、受注者が本業務委託の実施にあたり第１項の規定に違反したときは、損害賠償

の請求をすることができる。

（情報公開）

第５４条 受注者は、本業務委託のために作成し、又は取得した文書等であって、本業務委託に
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従事している者が組織的に用いるものとして保有している文書等について、長崎市情報公開条

例（平成 13年長崎市条例第 28号）第 25 条の趣旨に則り受注者の情報の公開に関する規程等を

作成するとともに、この規程によって公開に努めるものとする。

２ 発注者は、前項の受注者が所有している文書等であって、発注者が保有していないものに

ついて、発注者に情報公開請求があったときは、受注者に対して当該文書又は写しの提出を

求めることができる。

３ 受注者は、法令に特に定める場合を除き、前項の規定による求めを拒むことはできない。

  （就業の制限）

第５５条 受注者は、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）等で定める就業制限に係る機器

の運転、操作及び危険物の取扱い等は、有資格者以外の者に行わせてはならない。

  （設備の改善）

第５６条 受注者は、処理場等の設備の改造を行うことにより、業務の効率化を図ろうとする場

合は、設備の改善をすることができる。

２ 受注者は、設備の改善をするときは、その内容等についてあらかじめ発注者の承諾を得な

ければならない。なお、承諾を受けた内容を変更する場合も同様とする。

３ 設備の改善に要する費用は、受注者の負担とする。

４ 発注者は、受注者が行った設備の改善について、処理場等の維持管理に障害が生ずるおそ

れがあると認めるときは、受注者に復元を請求することができる。この場合、受注者は自ら

の費用で復元しなければならない。

５ 受注者は、契約の期間が満了したとき、又は契約の取消しが行われたときは、改善した設

備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限

りではない。

  （業務の提案）

第５７条 受注者は、処理場等の本業務委託に関して、仕様書で定める以外の効率的で効果的な

技術的事項がある場合は、発注者に業務の提案をすることができる。

２ 受注者は、業務の提案を採用するときは、その内容等についてあらかじめ発注者の承諾を

得なければならない。また、採用した提案の内容等を変更する場合も同様とする。

３ 業務の提案を採用することにより得られる受益は受注者のものとする。

４ 発注者は、第２項の承諾について、処理場等の維持管理に障害が生ずるおそれがあると認

めるときは、受注者に対しその採用した提案の承諾を取り消すことができる。このとき、受

注者は、前項の受益の権利を放棄し、直ちに業務を従前に復帰しなければならない。

  （疑義）

第５８条 本仕様書に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議の上、定

めるものとする。
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第６章 諸業務

  （諸業務とその実施年度・実施要領）

第５９条 本業務委託に、次の諸業務を含む。実施年度は別表１６に示す。

（１）三重下水処理場ほか消防設備点検業務

（２）三重下水処理場ほか樹木管理業務

（３）三重処理区中継ポンプ場活性炭取替再生業務

（４）三重下水処理場庁舎定期清掃業務

（５）三重下水処理場高圧保護継電器等試験・点検業務

（６）三重下水処理場ほか施設清掃業務

（７）三重下水処理場地下タンク及び地下埋設配管漏洩検査業務

（８）三重下水処理場曝気槽撹拌機点検整備業務

（９）三重下水処理場トラックスケール検査業務

（10）三重下水処理場クレーン点検業務

（11）三重下水処理場非常用発電設備点検整備業務

（12）三重処理区中継ポンプ場非常用発電設備点検整備業務

（13）三重下水処理場ほか工業計器点検業務

（14）三重下水処理場中空炭取替再生業務

（15）三重処理区中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務
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（１）三重下水処理場ほか消防設備点検業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年（各年度２回）

イ 概     要

    本業務は、消防法（昭和23年法律第186号）第１７条３の３の規定に基づき消防設備点検を

実施するものである。

ウ 業 務 内 容

（ア） 三重下水処理場、三重多以良中継ポンプ場及び三重中継ポンプ場の消防設     

備を点検するものとし、対象機器明細は別紙機器一覧表による。

機器点検は、半年ごとに年２回、総合点検は年１回実施するものとする。

  （イ）点検の報告時期は下記の通りとする。

        三重下水処理場      ６月、１２月（令和２年６月に消防署に報告）

       三重多以良中継ポンプ場  ９月、３月（令和２年６月に消防署に報告）

       三重中継ポンプ場     ４月、１０月（令和２年６月に消防署に報告）

          （昭和５０年４月１日消防庁告示第３号による）

エ 注 意 事 項

（ア）業務は、設備の機能保持のため、消防法、その他関係法令の定めるところに従い、

誠実に行うこと。（点検の種類は、昭和 50 年 4 月 1 日消防庁告示第 3 号の定めによ

る）

  （イ）誤報等の対応については、迅速に対応を行うこと。また、下水処理場等の運転に支

障をきたすことのないよう留意すること。

（ウ） 業務遂行においては、ヘルメットを着用するなど安全面に十分配慮すること。

（エ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行

うこと。

オ 提 出 書 類

（ア） 工程表 １部

（イ）消防用設備等点検結果報告書          １部

（消防署報告書提出時は紙媒体で３部（２部提出、１部は返却用）提出すること）

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    １部

※上記、電子データにて提出可

カ その他

（ア）消防署への報告書を提出すること。

（イ）消火器放出訓練を実施すること。（年１回、放出試験実施時行うこと。）
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（ウ）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（エ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負う

こと。

（オ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（カ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決

定するものとする。

- 21 -



（２）三重下水処理場ほか樹木管理業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度）

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場、三重多以良中継ポンプ場及び三重中継ポンプ場（公園

を含む）内の樹木管理を行うものである。※ 添付図面参照

ウ 業 務 内 容

（ア）高木管理

        軽剪定  （年１回）                       ２９本

        高木施肥（幹周り30～59㎝：肥料支給：年１回）          １２４本

       （幹周り29㎝未満：肥料支給：年１回）（内三重ｐ２１本）  ３５本

病虫害防除（幹周り30～59㎝：ｽﾐﾁｵﾝ乳剤散布：1000倍希釈液6.5Ｌ／本：年１回）

   １２４本

（幹周り29㎝未満：ｽﾐﾁｵﾝ乳剤散布：1000倍希釈液1.2Ｌ／本：年１回）

（内三重ｐ２１本）  ３５本

       除草（疎）（機械刈り：年１回）          １,４００㎡（内三重ｐ１５㎡）

（イ）低木管理

        刈込      （高さ１ｍ内外、機械刈り：年１回）

１,１１６㎡（内多以良ｐ１３㎡、三重ｐ２４㎡）

        刈込      （高さ３ｍ内外、手刈り  ：年１回）

    ２２７㎡（内三重ｐ２６㎡）

        寄植え施肥（植込地：肥料支給：年１回）

１,３４３㎡（内多以良ｐ１３㎡、三重ｐ５０㎡）

        病虫害防除（高さ１ｍ：ｽﾐﾁｵﾝ乳剤散布：1000倍希釈液0.20Ｌ／㎡：年１回）

１,１１６㎡（内多以良ｐ１３㎡、三重ｐ２４㎡）

              （高さ３ｍ：ｽﾐﾁｵﾝ乳剤散布：1000倍希釈液0.５Ｌ／本：年１回）  

   ２２７㎡（内三重ｐ２６㎡）

        除草（中間）（年２回）  

        １,６９９㎡（内多以良ｐ１３㎡、三重ｐ４０６㎡）×２回＝３，３９８㎡

（ウ）芝生管理

    芝刈り（年３回）           １，１８５㎡×３回＝３，５５５㎡

（エ）草地管理

処理場周辺地域の環境に悪影響を与えないように、また、美観を損なわないように

除草を実施する。
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除草：棟及び施設周り（年２回以上）    １，００２㎡×２回＝２，００４㎡

除草：道路・壁沿い（年２回以上）   ８，５７５㎡×２回＝１７、１５０㎡

（オ）枯木処理

        枯木が発生した場合、除去を行うこと。

エ 注 意 事 項

（ア） スミチオン乳剤およびカルホス乳剤は１,０００倍希釈とする。機械油乳剤は３０倍希

釈とする。また、散布はハマヒサカキのみとする。

（イ） 剪定・刈り込みにより発生する枝葉及び草刈の草（三重中継ポンプ場内で自治会が除草

した分も含む）は、長崎市戸石町の東工場もしくは、西部下水処理場に隣接する西工場

へ搬入すること。施肥については、肥料取締法（昭和 25 年法律第 127 号）等を遵守す

ること。なお、コンポスト肥料については下水汚泥から作られたものを使用すること。

（ウ） 道路及び水路沿いで作業を行う場合は、交通往来に注意し安全に十分配慮すること。

（エ） 軽剪定、刈り込みは造園士が行うこと。

（オ） 除草は枯葉、枯草の除去清掃を含む。

（カ） 高所作業時等においては安全対策に特に留意し事故等が発生しないようにすること。

（キ） 車道にかかる作業時は、バリケード、案内標識及び交通誘導員等を配置し交通対策に留

意すること。

（ク） 受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

オ 提 出 書 類

（ア）工程表                         

（イ）作業報告書                

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

（エ）一般廃棄物管理票のコピー              

※上記、電子データにて提出可

カ その他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定す

るものとする。
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（３）三重処理区中継ポンプ場活性炭取替再生業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度毎１回）

イ 概     要

本業務は三重多以良中継ポンプ場、三重中継ポンプ場脱臭設備の活性炭吸着塔内の劣

化した活性炭を取り出し、活性炭を充填する業務である。また、劣化した活性炭につ

いては再生し、目減り分として新炭を補充した後、発注者が指定する保管 場 所 へ 搬

入 す る も の で あ る 。

ウ 業 務 内 容

（ア）活性炭吸着塔の点検口を開放し、内部にある劣化した活性炭をカートリッジか

ら取り出す。

（イ）発注者が支給する活性炭をカートリッジに充填格納し、活性炭吸着塔を閉鎖す

る。

（ウ）取り出した活性炭を再生工場へ輸送し再生する。

再生時には減量するため、新炭を補充するものとする。新炭補充率は再生した

炭を元の量の７５％となるよう調整したのちの残りの２５％とする。

この際、補充する新炭は、下記の使用場所の仕様と同等のものとする。

（エ）上記（ウ）で再生した活 性 炭 を 中 継 ポ ン プ 場 の 指 定 す る 場 所 へ 搬 入 す る 。

（オ）新しい活性炭と再生炭の性能検査を実施する。再生炭の性能検査は再生前の

   劣化診断と再生後の性能検査とする。

（カ）業務終了後、機器周り等を清掃する。

（キ）三重多以良中継ポンプ場仕様

ａ 活性炭吸着塔仕様

形式      カートリッジ式横型活性炭吸着塔（内装式）

風量      １４ｍ３／ｍｉｎ

製作メーカー    月島機械㈱

ｂ 活性炭仕様

       酸性ガス用添着炭 酸性ガス用添着炭 中性ガス用添着炭

      形状       ﾍﾟﾚｯﾄ状       ﾍﾟﾚｯﾄ状       ﾍﾟﾚｯﾄ状

      粒度   ４～６ﾒｯｼｭ   ４～６ﾒｯｼｭ   ４～６ﾒｯｼｭ

     嵩比重    0.5±0.1    0.5±0.1    0.5±0.1

    比表面積 1000～1500㎡/ｇ 1000～1500㎡/ｇ 1000～1500㎡/ｇ
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      硬度    95%以上    95%以上    95%以上

  硫化水素 特に有効であること 特に有効であること

吸 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ 特に有効であること 特に有効であること 有効であること

着   硫化ﾒﾁﾙ 特に有効であること

特 ２硫化ﾒﾁﾙ 特に有効であること

性 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 有効であること 有効であること

    ｽﾁﾚﾝ 特に有効であること

充

填

形

式

設置箇所 中間部 入口ダクト側 出口ダクト側

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ数 １ １ １

充填量 １８０kg １８０kg １５０kg

充填密度 0 . 5 k g／㍑ 0 . 5 k g／㍑ 0 . 5 k g／㍑

                                                                                                

（ク）三重中継ポンプ場仕様

ａ 活性炭吸着塔仕様

形式      立型活性炭吸着方式（カートリッジ搬入装置内蔵型）

風量             １０ｍ３／ｍｉｎ

製作メーカー  日本化成㈱

ｂ 活性炭仕様

       酸性ガス用添着炭 酸性ガス用添着炭 中性ガス用添着炭

      形状       ﾍﾟﾚｯﾄ状       ﾍﾟﾚｯﾄ状       ﾍﾟﾚｯﾄ状

      粒度   ４～６ﾒｯｼｭ   ４～６ﾒｯｼｭ   ４～６ﾒｯｼｭ

     嵩比重    0.5±0.1    0.5±0.1    0.5±0.1

    比表面積 1000～1500㎡/ｇ 1000～1500㎡/ｇ 1000～1500㎡/ｇ

      硬度    95%以上    95%以上    95%以上

  硫化水素 特に有効であること 特に有効であること

吸 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ 特に有効であること 特に有効であること 有効であること

着   硫化ﾒﾁﾙ 特に有効であること

特 ２硫化ﾒﾁﾙ 特に有効であること

性 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 有効であること 有効であること

    ｽﾁﾚﾝ 特に有効であること

充

填

形

式

設置箇所 中間部 入口ダクト側 出口ダクト側

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ数 １ １ １

充填量 ２７０kg ２７０kg ３００kg

充填密度 0 . 5 k g／㍑ 0 . 5 k g／㍑ 0 . 5 k g／㍑
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エ 注 意 事 項

（ア）塔内に入るときは酸欠に注意し、酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者の下に作業を行

い、あらかじめ十分換気すること。

（イ）活性炭の取り扱い時には、保護具を着用し安全に留意すること。

（ウ）カートリッジを装着するときには、臭気がリークしないようにすること。

（エ）活性炭の取替作業にあたっては、事前に発注者と十分に協議を行い、できるだけ短期間

での取替作業に努めること。なお、酸素欠乏危険作業主任者のもと、硫化水素・酸素の

測定を行うとともに、粉じん障害防止規則（昭和 54年労働省令第 18号）を遵守し、呼

吸用保護具等を使用し作業に当たるものとする。

（オ）活性炭は可燃物であるので火気等に十分注意すること。

（カ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

オ 提 出 書 類

(ア) 工程表（作業計画書）                  

(イ) 新炭試験報告書（性能試験報告書）            

(ウ) 再生炭試験報告書（再生前劣化度調査書含む）

(エ) 作業報告書                

(オ) 作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

（カ）酸素濃度・有毒ガス測定記録表              

（酸素欠乏危険作業主任者の技能講習修了証（写し）を添付すること。）

※上記電子データでの提出可

カ そ の 他

(ア) 作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

(イ) 受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこ

と。

(ウ) 作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

(エ) この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定

するものとする。
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（４）三重下水処理場庁舎定期清掃業務

仕 様 書
ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度）

イ 概     要   

本業務は、三重下水処理場庁舎（管理棟・機械棟・汚泥棟・塩素棟）の清掃及び害虫駆除

を行うものである。

ウ 業 務 内 容  

別紙の指定された場所について以下の業務を行う。

  （清掃作業は年１回、害虫駆除は年２回実施）

（ア）床面洗浄・ワックス仕上げ

  ａ 洗浄ワックス仕上げ（高濃度樹脂）は、水洗い後、高濃度樹脂ワックス１層

塗り仕上げとする。

   ｂ 洗浄ワックス仕上げ（導電性）は、水拭き後、導電性ワックス１層塗り仕上

げとする。

   ｃ 水拭き仕上げは、水洗いによる洗浄のみの清掃とする。

   ｄ 移動可能な物品については仮移動させ、作業終了後定位置に戻すこと。

（イ）窓ガラス清掃

     内外両面清掃とするが物理的に不可能な場合は片面のみとし、水洗いによる洗浄

とする。

（ウ）ブラインド清掃

     塵払い後、拭き上げ清掃とする。

（エ） 害虫駆除

エ 注 意 事 項

（ア）清掃作業は発注者と協議のうえ行うこと。

（イ）管制室及び電気室は、電気設備保安面から特に注意を払い作業を行うこと。

（ウ）水質試験室は、試験機材等を破損しないように注意すること。

（エ）高所作業となる場合もあるので、安全管理には十分注意し事故の防止に努めること。

（オ） 受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行う

こと。

オ 提 出 書 類

（ア） 工程表               

（イ） 作業報告書

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）
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※上記、電子データでの提出可

カ その他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負う

こと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決

定するものとする。
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（５）三重下水処理場高圧保護継電器等試験・点検業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度１回）

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場における高圧受変電設備の事故を未然に防ぐことを目的とし、

本市保安規定第 15 条を遵守するため、以下に挙げる試験点検清掃を実施するもの。

ウ 業 務 内 容

（ア） 保護継電器試験（29 台）

ａ単体動作特定試験及び外観点検、清掃

ｂ遮断器連動試験

※試験・点検項目

機器名 試 験 ・ 点 検 項 目

過
電
流
継
電
器

整定タップ値の最小動作値

瞬時要素の動作値

整定レバー整定タップにおける電流（200%,300%,500%）動作時限

整定レバー整定タップにおける電流（200%）動作時限(瞬時)

整定レバー整定タップにおける遮断器連動試験（200%,500%）

外観点検及び絶縁抵抗測定

引込用はレバー１０にても行う

地
絡
過
電
流
継
電
器

整定タップ値の最小動作値

整定レバー整定タップにおける電流（300%,500%,1000%）動作時限

外観点検及び絶縁抵抗測定

不
足
電
圧
継
電
器

整定タップ値の最小動作値

整定レバー整定タップにおける電圧（80%,40%,0%） 動作時限

外観点検及び絶縁抵抗測定

過
電
圧
継
電
器

整定タップ値の最小動作値

整定レバー整定タップにおける電圧（110%,130%,150%）動作時限

外観点検及び絶縁抵抗測定

地
絡
方
向
継
電
器

整定電流又は電圧の動作値、時限（130％）の動作値

位相特性試験

整定値における遮断器連動試験（電圧 150%・電流 130%）

外観検査
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地
絡
過
電
圧
継
電
器

整定タップ値の最小動作電圧、復帰値

外観点検

高
圧
遮
断
器

外観点検及び絶縁抵抗測定

各部増締め

主回路部・操作機構部・制御装置部点検・注油及び調整

真空度試験（平成 29 年度のみ）

動作試験（手動投入･開放）

高
圧
電
磁
接
触
器

外観点検及び絶縁抵抗測定

各部増締め

主回路部・操作機構部・制御装置部点検・注油及び調整

真空度試験（平成 29 年度のみ）

動作試験

（イ） 高圧遮断器点検清掃（VCB 、VCS ）

ａ動作確認

ｂ真空バルブギャップ測定

ｃ機構部分目視点検、清掃、注油

ｄ本体機器絶縁試験

ｅ遮断器真空度試験

ｆ極間（１次２次間）に高電圧（２２KV）を印加し真空度を確認する。

（ウ） 絶縁測定（高圧部）

ａ3 線一括対地絶縁試験とし、絶縁劣化の疑いがあるものは、線間測定を実施する。

ｂ引込ケーブル、各電気室間の高圧配電ケーブル、盤間渡り、変圧器１次を測定

（エ）接地抵抗測定（各電気室接地端子箱）

ａ接地端子箱にて各種接地抵抗を測定。

（オ）高圧盤内点検清掃

ａケーブル端子台の緩みがないか、目視及びスパナによる点検

ｂガイシ部等の清掃（掃除機による吸込み、碍子部分のウェスや刷毛拭き程度）

※ケーブル接続部分のボルトナットのチェックマークの目視のほか、ケーブルをゆすって

堅いかどうか、過熱変色等を確認し増締めをする。制御線についてもそれに準じる。

（カ）試験・点検作業場所

ａ管理棟電気室

ｂ機械棟電気室                                  

  ｃ濃縮棟電気室

ｄ６２５ＫＶＡ発電機盤

エ 業 務 範 囲

別紙業務対象機器表による
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オ 注 意 事 項

（ア）稼動している施設であるため、事前調査と協議を十分行い、業務履行計画書の詳細な作業

工程表を提出し、事故を防ぎ安全面に配慮すること。雨天時は順延することがあります。

（イ） 業務に必要な測定機材（試験装置、電源、作業用照明器具類、清掃用具類等）を準備す

ること。

（ウ）全停電作業時は、照明用とＵＰＳ装置用で電源を確保するため、定格容量５０ｋＶＡ以上

の発動発電機１台を用意し、接続及び撤去をおこなうこと。

（エ）停電に伴う機器停止作業は、三重下水処理場維持管理受注業者が実施しますが、事故発生

時は迅速に対処すること。

（オ）作業においては、電気事故及び感電事故等が無いように安全面には特に注意すること。ま

た、電気事故等が生じたら、迅速に対処すること。なお、作業により生じた損害賠償及び

これに類する費用が、受注者の責務に起因する場合は、すべて受注者の負担で復旧するこ

と。

（カ）当該地は、塩害で絶縁低下のおそれがあるため高圧引込設備まわりの絶縁が低下している

場合は、引込設備を簡易清掃すること。

（キ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこと。

カ 提 出 書 類

（ア）業務履行計画書（測定方法、記録様式、詳細工程表等）           １部

（イ）作業報告書（試験結果、測定結果、改良等の進言等）            ２部

（ウ）作業写真帳（着工前、試験点検作業中、清掃中、機器不具合箇所、完成等）  １部

※上記、電子データにて提出可

キ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定する

ものとする。
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（６）三重下水処理場ほか施設清掃業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度）

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場、三重中継ポンプ場及び三重多以良中継ポンプ場に堆積して

いる汚泥を除去すると共に清掃を行い、その汚泥を指定の場所に移送し、通水を良くする

ものである。

ウ 業 務 内 容

（ア） 清掃箇所  

市が指定する施設（主ポンプ井、分水槽、中継ポンプ場２箇所の主ポンプ井）

（イ） 施設清掃

各施設内を水洗浄するとともに、残留したし渣及び汚泥を除去し指定場所へ運搬する。

（ウ） 汚泥移送先

場内処分とし、発注者の指示に従うこと。

（エ）清掃車

高圧洗浄車、強力吸引車を使用し清掃を行うものである。

エ 注 意 事 項

（ア）作業を行う際は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習（第二種酸素欠乏危険作

業主任者技能講習）修了者から酸素欠乏危険作業主任者を定め、酸素濃度及び有害ガス

（硫化水素、一酸化炭素）を測定・記録し、安全のためエアラインマスクを着用の上作

業を行うこと。

（イ） 受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

オ 提 出 書 類

（ア） 工程表         

（イ） 作業報告書                

（ウ） 作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること。）    

（エ）酸素濃度・有毒ガス測定記録表              

（酸素欠乏危険作業主任者の技能講習修了証（写し）を添付すること。）

※上記電子データでの提出可

カ そ の 他

（ア） 作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。                  
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（イ） 受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定する

ものとする。
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（７）三重下水処理場地下タンク及び地下埋設配管漏洩検査業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度１回）

イ 概     要

  本業務は、消防法（昭和23年法律第186号）第１４条の３の２の規定に基づき三重下水処理

場の地下タンク及び地下埋設配管の漏洩検査を実施するものである。

ウ 業 務 内 容

（ア）地下タンク基数

   

（イ）検査方法

ａタンク気相部・埋設配管

微減圧法又は微加圧法

ｂ吸引管

加圧法又は微加圧法   

ｃタンク液相部

聴音漏洩試験及び水位変動試験

    （両方の試験が必要な場合もある。）

エ 提 出 書 類

（ア）工程表                     

（イ）作業報告書         

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）

※上記、電子データにて提出可

オ そ の 他

(ア) 作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

(イ) 受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

(ウ) 受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

(エ) 作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

(オ) この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定す

るものとする。

用  途 容  量 基 数

自家発用 ４,０００ ℓ（A 重油） 1
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（８）三重下水処理場曝気槽撹拌機点検整備業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度  

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度）

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場の曝気槽撹拌機の点検整備を下記に示す機器から毎年１台ずつ行

い消耗品の交換を行うものである。

ウ 業 務 内 容  

（ア）整備機器

    水中機械式曝気装置 曝気槽１系 №１-１～№１-４

              曝気槽２系 №２-１～№２-３

    型式    ＢＡ－２５Ａ         

    モーター  ３．７Ｋｗ×４Ｐ×２００Ｖ×６０Ｈｚ

    製造メーカー  阪神動力機械（株）          

（イ）交換部品

    オイルシールカセット、ウォーターシールカセット、

モーター軸受、減速機軸受、キャブタイヤケーブル、防食板、

Ｏリング、潤滑油

（ウ）塗装

    ３種ケレンのうえタールエポキシ１回塗り

エ 注意事項

（ア）整備する機器は、発注者と事前に協議して行うこと。

（イ）電気工作物の解線・結線は有資格者による施工とすること。

（ウ）作業に伴う稼働中の機器の停止については、事前に発注者と十分に協議し、三重下水処

理場の各設備の運転に支障を及ぼさないようにすること。

（エ）点検整備については、機器メーカーまたはその系列の保守を受け持つ業者のもとに施行

し、性能の保証を行うこと。

（オ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

（カ）塗装作業については、使用する塗装材料の化学物質安全性データシート（成分表、取扱

説明等）を提出のうえ、現場に備え付け、適切な保護具等を着用して行うこと。
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オ 提出書類

（ア）作業計画書（工程表含む）               

（イ）作業報告書                      

（ウ）作業写真帳（作業前、作業中、作業後を撮影すること）   

  ※上記提出書類については、電子データにて提出可とする。

カ その他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこ

と。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定

するものとする。
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（９）三重下水処理場トラックスケール検査業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度  

  令和２年度、令和４年度（２年毎）  

イ 概     要  

本業務は、計量法（平成4年法律第51号）第１９条及び第２５条に基づき、三重下水処理場

内設置のトラックスケールの‘定期検査に代わる計量士による検査’を行うものである。

ウ 点 検 設 備

     

ひょう量 目量 機種型番 指示計 精度 使用範囲 製造者名

25,000㎏ 10㎏ D1040 Ｍ級 200～25,000㎏ ㈱松永はかり

エ 業 務 内 容  

計量法（平成4年法律第51号）第１９条及び第２５条に基づく、定期検査に代わる計量士に

よる検査を行うものとする。

オ 提 出 書 類

（ア） 工程表                         

（イ） 作業報告書                

（ウ） 作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

（エ） 計量法（平成 4 年法律第 51 号）第２３条の証明書及び検査成績書           

  ※検査成績書以外の上記書類は電子データでの提出可

カ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

（ウ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（エ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（オ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定す

るものとする。
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（１０）三重下水処理場クレーン点検業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度  

  令和２年度、令和３年度、令和４年度

性能検査   令和３年度（２年毎法定検査）

    自主検査 令和２、４年度

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場内に設置されているホイスト荷役機械の性能検査を受ける

ため、各部分の構造及び機能について点検を行うほか荷重試験を行うものである。また、

性能検査を受けない年は、荷重試験をともなう自主検査を行うものである。

ウ 業 務 内 容  

下記仕様ホイストの点検、荷重試験及び性能検査の立会

    テルハ 第２５４７号  床上操作式モノレールホイスト

                定格 7.5ｔ（吊り上げ荷重 7.6t）

  クレーン等安全規則（昭和47年労働省令第34号）第３４条（定期自主検査）にもとづいて実

施すること。

エ 注 意 事 項  

（ア）社団法人日本クレーン協会長崎検査事務所が行う性能検査に立会うこと。

（イ）荷重試験に用いるウェイトは受注者が準備すること。

（ウ）クレーン運転士等の資格を有すること。

オ 提 出 書 類  

（ア）点検報告書                 

（イ）作業状況写真                  

  ※上記、電子データでの提出可

カ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこ

と。

（ウ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定す

るものとする。
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（１１）三重下水処理場非常用発電設備点検整備業務

仕様書

ア 実 施 年 度

令和４年度（３年毎）

イ 概     要  

本業務は、三重下水処理場の非常用自家発電設備を、その能力を充分発揮できる状態に

維持するため、発電機ディーゼルエンジンの点検整備を行うものである。     

ウ 業 務 内 容  

（ア）点検整備機器

   ディーゼル発電装置： ６ＭＨＬ－ＵＴ  ６２５ＫＶＡ  

（イ）交換部品

   品  目 数量
１側蓋パッキン １２
２潤滑油コシ器パッキンセット ２
３燃料噴射弁パッキンセット ６
４燃料コシ器パッキンセット １
５塞止弁パッキンセット １
６始動弁パッキンセット ６
７分配弁パッキン １
８過給機プレフィルター １
９潤滑油     ＊市より支給

（ウ）点検内容

ア 外観点検

設置状況 周囲の整理整頓、状況点検
区画、隔壁等破損の点検
水の浸透、漏れ等の点検
換気装置の機能点検
照明設備及び機能点検
標識の表示状況点検

表示 表示の確認
自家発電装置 変形、損傷、脱落、漏れ等の確認
始動用空気圧縮設備 空気溜め、圧縮機等変形等異常点検 空気溜め圧力の点検
制御装置 周囲の整理整頓、状況点検

外形上で変形等の異常有無点検
電源表示灯の点灯有無点検
開閉器及び遮断器の開閉位置適否点検

計器類 変形等の有無、及び指示値の点検
燃料油・冷却水タンク 外形上で変形等の異常点検

燃料油量の点検
冷却水量の点検

排気筒 周囲の状況点検
外形上で変形、損傷、支持金具の弛み等点検
貫通部変形、損傷、脱落等異常点検

配管 変形、損傷、漏れ等の点検

- 55 -



イ 機能点検

自家発電装置 タンク、ラジェーター等冷却装置の機能点検
無負荷運転での各部点検性能確認
手動停止装置の機能点検

始動用空気圧縮設備 潤滑油の確認
作動確認

制御装置 開閉器及び遮断器の開閉機能点検
各表示灯の点灯状況確認

計器類 各計器の動作、指示値を点検
耐震措置 アンカーボルト、防振装置、可とう管継手等の防振措置点検

ウ 作動点検
自家発電装置 自動始動及び自動停止作動点検

エ 総合点検
始動用空気圧縮設備 容量及び機能点検
始動補助装置 作動点検
保安装置 作動点検
調速機 作動点検
負荷運転 作動点検

排気背圧測定
吸気・排気の点検

オ 燃料系統
燃料噴射ポンプ ポンプラック目盛位置・摺動点検

噴射時期及調整ネジ弛み点検
燃料油コシ器 ドレン抜きおよびブローオフ掃除

分解清掃、パッキン交換
燃料タンク 沈殿物 水分の排出
移送ポンプ 燃料移送ポンプの作動

カ 潤滑油系統
機関潤滑油 汚れ点検

潤滑油交換（検油棒上部目盛迄）
弁腕注油タンク 汚れ点検

潤滑油確認
潤滑油コシ器 分解掃除、パッキン交換

ドレン抜き
潤滑油冷却器 外観目視点検（錆、損傷の有無）
過給器 潤滑油交換

キ 冷却水系統
冷却水ヒーター 断線・接点等の点検
温調弁 作動確認（手動）
汲上げポンプ 汲上げポンプ動作・水漏れ点検
減圧水槽 内部点検

給水弁の作動確認

ク 始動系統
始動弁 弁座スリ合せ、バネ点検、パッキン交換
始動空気分配弁 点検、パッキン交換
自動始動用塞止弁 分解・点検、パッキン交換
空気槽（含ドレンセパ
レーター）

空気槽配管漏れ点検、ドレン抜き

コンプレッサー コンプレッサーの作動確認
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ケ シリンダーヘッド弁装置         

吸排気弁 弁調整（弁頭スキマ）
カム軸 カム・タペットローラー点検

コ クランク軸
クランク軸 デフレクション計測

サ 調速装置
調速リンク 点検調整、注油および摺動点検

シ 過給系統
過給機 ブロワーフィルター洗浄
空気冷却器 外観目視点検、錆・損傷の有無

ス その他 付属装置
回転計 機関停止中指針が零を指しているか
潤滑油弁腕油圧力計        〃
冷却水圧力計 タンクヘッド圧力を指しているか
燃料油圧力計        〃
断水継電器 配線ターミナルの増締

動作確認調査
油圧低下スイッチ 配線ターミナルの増締

作動確認調査
冷却水温度スイッチ 配線ターミナルの増締

作動確認調査

潤滑油温度スイッチ 配線ターミナルの増締
作動確認調査

燃料フロートスイッ
チ

配線ターミナルの増締
作動確認調査

スピードリレー・スイ
ッチ

配線ターミナルの増締
作動確認（低速度・過速度）調査

配電盤 計器の外観目視点検
煙道 背圧測定

消音器のドレン抜き
軸継手 外観点検

エ 注 意 事 項

（ア）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を

適切に行うこと。

（イ）受注者は作業前に現場調査を十分に行うこと。

（ウ） 稼働 中の 機器 停止 につ いて は、 事 前に発 注者 と協 議し 、三 重下 水処 理場 各

設備の運転に支障を及ぼさないようにすること。

（エ） 点検 整備 、試 運転 につ いて は、 機 器メー カー また はそ の系 列の 保守 を受 け

持つ業者のもとに施行し、試運転調整及び性能保証を行うこと。

オ 提 出 書 類

（ア）工程表（作業計画書）                

（イ）作業報告書            

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    
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※上記電子データでの提出可

カ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定する

ものとする。
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（１２）三重処理区中継ポンプ場非常用発電設備点検整備業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度  

令和２年度（３年毎）

イ 概     要  

本業務は、三重中継ポンプ場の非常用自家発電設備を、その能力を充分発揮できる状態に維持

するため、発電機ディーゼルエンジンの点検整備を行うものである。

ウ 業 務 内 容  

（ア）三重中継ポンプ場仕様

   a 点検整備機器

      ディーゼル発電装置： ６ＨＡＬ２－Ｔ×１５０ＫＶＡ

   b 交換部品

            

    

c 点検内容

(a) 外観点検

設置状況 周囲の整理整頓、状況点検
区画、隔壁等破損の点検
水の浸透、漏れ等の点検
換気装置の機能点検
照明設備及び機能点検
標識の表示状況点検

表示 表示の確認
自家発電装置 変形、損傷、脱落、漏れ等の確認
制御装置 周囲の整理整頓、状況点検

外形上で変形等の異常有無点検
電源表示灯の点灯有無点検
開閉器及び遮断器の開閉位置適否点検

計器類 変形等の有無、及び指示値の点検
燃料油・冷却水タン
ク

外形上で変形等の異常点検
燃料油量の点検
冷却水量の点検

排気筒 周囲の状況点検
外形上で変形、損傷、支持金具の弛み等点検
貫通部変形、損傷、脱落等異常点検

配管 変形、損傷、漏れ等の点検

品 目 数 量

オイルフィルター １

燃料油フィルター １

防錆剤 ６Ｌ

エンジンオイル ３２Ｌ
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(b) 機能点検
自家発電装置 潤滑油の交換

タンク、ラジェーター等冷却装置の機能点検
無負荷運転での各部点検性能確認
手動停止装置の機能点検

始動用蓄電池設備 蓄電池設備の機能点検
制御装置 開閉器及び遮断器の開閉機能点検

適正ヒューズの使用点検
各継電器の機能確認
各表示灯の点灯状況確認

計器類 各計器の動作、指示値を点検
結線接続 回路、端末の変形、損傷等の点検
接地 接地線の変形、接続部損傷の点検
耐震措置 アンカーボルト、防振装置、可とう管継手等の防振措置点検

(c) 作動点検
自家発電装置 自動始動及び自動停止作動点検

(d) 総合点検
接地抵抗 抵抗値の測定点検
絶縁抵抗 抵抗値の測定点検
始動用蓄電池設備 蓄電池設備の総合点検
始動補助装置 作動点検
保安装置 作動点検
調速機 作動点検
負荷運転 作動点検

排気背圧測定
吸気・排気の点検

(e) 燃料系統
燃料噴射ポンプ 噴射時期及調整ネジ弛み点検
燃料油コシ器 フィルター交換
燃料タンク 沈殿物 水分の排出

燃料灯油中の添加剤の有無

(f) 潤滑油系統
機関潤滑油 汚れ点検

潤滑油交換（検油棒上部目盛迄）
潤滑油コシ器 フィルター交換
潤滑油冷却器 外観目視点検（錆、損傷の有無）
発電機 軸受油量点検

(g) 冷却水系統
冷却水ヒーター 断線・接点等の点検
温調弁 作動確認

(h) 始動系統     
停止ソレノイド弁 点検

(i) シリンダーヘッド弁装置         
吸排気弁 弁調整（弁頭スキマ）

弁バネ・バネ受点検

(j) クランク軸
クランク軸 デフレクション計測
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(k) 調速装置
調速リンク 点検調整

注油および摺動点検

(l) 過給系統
過給機 ブロワーフィルター洗浄

(m) その他 付属装置
回転計 機関停止中指針が零を指しているか
潤滑油弁腕油圧力計        〃
油圧低下スイッチ 配線ターミナルの増締

作動確認調査
冷却水温度スイッチ 配線ターミナルの増締

作動確認調査
潤滑油温度スイッチ 配線ターミナルの増締

作動確認調査
燃料フロートスイッ
チ

配線ターミナルの増締
作動確認調査

スピードリレー・スイ
ッチ

配線ターミナルの増締
作動確認（低速度・過速度）調査

セルモーター 接点・ブラシ等の点検

発電機 発電機ブラシの汚れ・摩耗点検
スリップリング当たりの点検

配電盤 計器の点検
ラジエーター関係 冷却水の入れ替え及び清掃

ファンの羽取り付け鋲に緩みはないか
ベルトに緩みはないか
スパイダー谷底部に異常はないか

煙道 消音器のドレン抜き
軸継手 外観点検

エ 注 意 事 項

（ア）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を

適切に行うこと。

（イ）受注者は作業前に現場調査を十分に行うこと。

（ウ）稼働中 の機器停 止について は、事 前に発注者と 協議し、 三重 中継ポ ンプ場 各

設備の運転に支障を及ぼさないようにすること。

（エ）点検整 備、試運 転について は、機 器メーカーま たはその 系列の保守 を受け 持

つ業者のもとに施行し、試運転調整及び性能保証を行うこと。

オ 提 出 書 類

（ア）工程表（作業計画書）                

（イ）作業報告書            

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

※上記電子データでの提出可
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カ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定するも

のとする。
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(１３) 三重下水処理場ほか工業計器点検業務

仕 様 書

ア 実 施 年 度

  令和２年度、令和３年度、令和４年度  

イ 概     要  

本業務は、令和２年度～４年度の三重下水処理場、三重中継ポンプ場及、三重多以良中継

ポンプ場及び放流渠の工業計器について、その性能を十分発揮し精度の維持をはかると共に、

機器の故障を未然に防止するために点検及び校正を行うものである。

ウ 業 務 内 容  

（ア） 点検内容

ａ機器外観目視点検・清掃

(a)各計器単体の刷毛またはウエス等による清掃及び状況確認

(b)投込み式水位計ほかの検出器は引き上げ点検・清掃

ｂ総合ループ試験

現場発信器若しくは検出器等から、模擬信号を入力させ、ＨＩＳ画面、及び現場

     計器の指示値を確認、記録する。この際、警報設定器が試験するループ内に設置し

     てある場合には、警報が発生するか否かを確認し、ＨＩＳ監視画面のコピーを添付

     するものとする。

     ・模擬入力 ０、２５、５０、７５、１００％とする。

ｃ外観清掃

上記の総合ループ試験を実施し、開放した検出器、変換器については内外部の点

検清掃を行うものとする。

（イ） 点検範囲

ａ総合ループ試験 ・・・・・・表1「工業計器仕様一覧表」に参考記載している

とおりとする。

エ 注 意 事 項

（ア）作業に伴う運転機器切替や停止の養生は、三重下水処理場維持管理業者が実施する。

なお、発注者と連絡を密にし、処理場運転に支障のないように努めること。

（イ）稼働中の機器停止については、事前に発注者と協議し、三重下水処理場各設備の運転

に支障を及ぼさないようにすること。

（ウ）保守点検が完了したら機器が正常に運転されていることを確認すること。

（エ）点検については、機器メーカーまたはその系列の保守を受け持つ業者のもとに施行し、

性能保証を行うこと。
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（オ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行う

こと。

オ 提 出 書 類

（ア）工程表                                               

（イ）作業報告書                       

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

    ※上記、電子データにて提出可

カ そ の 他

（ア）作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ）受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負う

こと。

（ウ）作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ）この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決

定するものとする。
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（１４）三重下水処理場中空炭取替再生業務

仕 様 書

     

ア 実 施 年 度  

  令和２年度、令和３年度、令和４年度（各年度１回）  

イ 概     要

  本業務は、三重下水処理場の A 系（沈砂池設備・脱水設備）、B 系（水処理設備）の脱臭設備

中空炭（2,780L)の取替、購入・再生及び納品までの一連作業を行うものとする。

ウ 業務内容・対象設備仕様

業務内容及び対象設備仕様については、以下に示す通りとする。

（ア）業務内容

ａ 活性炭吸着塔から中空炭を取り出すこと。（使用済み中空炭は再生を行うので吸引

車等により破損及び粉塵が飛散しないよう取扱いには注意すること）

ｂ 購入した新中空炭及び再生した中空炭を充填すること。また投入完了後中空炭を

平滑にならすこと。

ｃ 活性炭吸着塔内部点検を行うこと。（カートリッジ、ネット、グレーチング等に

破損が無いか確認し、軽微な破損は補修し、取り付けパッキン等は適宜交換する

こと。）

ｄ 使用済み中空炭を場外へ搬出し再生（複合臭気用）すること。（再生前劣化度及び

再生後の品質を測定し報告すること）

ｅ 再生した中で使用可能な中空炭（品質は新炭と同等で沈砂池設備、脱水設備、水

処理設備は全体量の 60%以上 ）をビニール等で密封、ダンボール等に箱詰め

し、三重下水処理場の指定場所に納品すること。

ｆ 業務終了後、機器周り等を清掃すること。

（イ）再生品の中空炭仕様、充填量（イッシンコール TAC12SN）

複合臭気用中空炭
     外観    形状     中空状   

長さ     17±2 ㎜
           外形     12±2 ㎜  

内径     5±2 ㎜
    性状    充填密度  450±50 ㎏/㎡
         乾燥減量   5%以下   

pH    4 以下
   通気抵抗 LV=0.6m/s  ΔP=0.48Kpa/m

                    LV=0.8m/s  ΔP=0.74Kpa/m
     臭気ガス吸着量（at：5ppm）
        酸性ガス（硫化水素）   21wt%以上
         塩基性ガス（アンモニア） 3.5wt%以上
         中性ガス（硫化メチル）  2.9wt%以上
     充填量：A 系（沈砂池設備・脱水設備）1,380 ℓ、B 系（水処理設備）沈砂池 1,400ℓ
（ウ）購入中空炭量：1,112L

（エ）活性炭吸着塔仕様（別紙図面参照）  SS(STKR)＋内面FRPライニング
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エ 注 意 事 項

（ア）中空炭の取替作業にあたっては、事前に発注者と十分に協議を行い、でき

るだけ短期間での取替作業に努めること。なお、酸素欠乏危険作業主任者

のもと、硫化水素・酸素の測定を行うとともに、粉じん障害防止規則（昭

和 54 年労働省令第 18 号）を遵守し、呼吸用保護具等を使用し作業に当た

るものとする。

（イ）高所作業等があるので安全には十分注意すること。

（ウ）中空炭は可燃物であるので火気等に十分注意すること。

（エ）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を

適切に行うこと。

オ 提 出 書 類

（ア）工程表（作業計画書）                

（イ）作業報告書            

（ウ）作業写真帳（着工前、作業中、完成を撮影すること）    

※上記電子データでの提出可

カ そ の 他

（ア） 作業日時については、発注者と打ち合わせのうえ、決定すること。

（イ） 受注者の過失による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負うこと。

（ウ） 作業にあたっては、発注者の指示に従うこと。

（エ） この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定す

るものとする。
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（１５）三重処理区中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務

仕 様 書

ア 履 行 期 間

  令和２年４月１日から令和５年１月３１日まで

イ 概     要

本業務は、電気事業法施行規則（平成 7 年通商産業省令第 77 号）第５２条第２項の規定に基づ

き、下記施設の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（年次、

月次、臨時点検等）を行う電気設備保安管理業務を委託するものである。

ウ 施設名称、所在地及び設備内容

（ア）三重中継ポンプ場 長崎市三重町 3764 番

受電（高圧：設備容量） １５０ｋＶＡ

非常用発電装置（低圧：定格容量）１５０ｋＶＡ

（イ）三重多以良中継ポンプ場 長崎市多以良町 2005 番 3
受電（低圧動力） ２８ｋＷ

非常用発電装置（低圧：定格容量）５０ｋＶＡ

詳細は各施設の単線結線図を参照のこと。

エ 業 務 内 容

（ア）点検

ａ月次点検  毎月１回（ただし、三重多以良中継ポンプ場は隔月１回）

主として施設の運転中に支障なくできる点検、測定及び試験で、引込設備、受電設備、受・

配電盤、接地、構造物(金属製外箱等)、発電装置、蓄電池設備及び負荷設備を対象とする。

   (a)外観点検（異音、異臭、損傷、変色、発熱、汚損等の有無。電線と他物との離隔距離の

適否。器具、配線の取付状況。計器の動作状況確認。）

(b)電圧、負荷電流測定及びＢ種接地の接地線に流れる漏洩電流測定

    (c)非常用発電装置の試運転、運転状態確認

(d)その他必要な測定、試験

ｂ年次点検 年１回

    主として受変電施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験で、各施設の下記に示

す該当設置機器項目について行い、原則として月次点検も併せて行う。

     (a)過電流継電器

・最小動作特性

   整定タップにて、測定すること。

・動作時間特性

      整定タップ、レバー10 及び整定値レバーにて 200%、300％、500%電流の動作時間を

測定する。レバー10は引込み用のみとする。

・遮断器連動試験は整定タップの 200%、500%電流の動作時間を測定する。

・外観検査及び絶縁測定

(b)過電圧（不足電圧）継電器試験

    ・最小（最大）動作電圧

整定タップにて、測定すること。

・動作時間特性

過電圧継電器は、整定タップの 120％、150％電圧の動作時間を測定する。

不足電圧継電器は、整定タップの 80％、40％、0％電圧の動作時間を測定する。

・外観検査及び絶縁測定

(c)地絡方向継電器試験（低圧地絡過電流継電器含む）

・最小動作電流（整定タップにて、測定する。）

・動作時間特性（整定タップの 130％、400％電流の動作時間を測定する。）

    ・位相特性（整定タップの 1000％電流の位相角を測定する。低圧地絡過電流継電器は無）

・外観検査及び絶縁測定
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(d)地絡電圧継電器試験

・最小動作電圧（動作電圧、復帰電圧の測定）

・動作時間特性（整定タップの動作時間を測定する。）

・外観検査及び絶縁測定

    (e)逆電力継電器試験

・最小動作電流（整定タップにて、測定する。）

・動作時間特性（整定タップの動作時間を測定する。）

・外観検査及び絶縁測定

(f)接地抵抗測定

    ・測定端子にて測定する。

     (g)絶縁抵抗測定

    ・高、低圧メガにて高圧ケーブル、高圧遮断器、高圧電路及び低圧負荷回路を測定する。

     （高圧引き込みケーブルにおいては、ガードアース法を推奨する。）

     (h)受配電盤内外部機器点検清掃

・盤内機器の過熱変色等、ケーブル端子台の緩み、必要に応じ接触部に復活剤・保護剤の塗

布、目視及び増締め点検をする。

・盤内外点検においては、絶縁等に影響すると思われる埃汚れ等を掃除機、ウエス、刷毛等

により清掃を行う。

     (i)非常用発電装置の自動試験

・商用電源停電後の非常用発電装置の自動起動試験及び負荷運転を行い、商用電源復電後の

非常用発電装置の自動停止試験

     (j)ＰＣＢ含有電気工作物確認

・前年度のＰＣＢ含有電気工作物調査表と対比させ、調査表に誤りがないか及び新規にＰＣ    

  Ｂ含有電気工作物がないかを確認する。

(k)その他の点検及び試験

・外観点検において、低圧施設のうち建屋屋上に引込設備がある箇所は、年に一度（年次点

検時）昇降器具等を準備し、屋上に昇り目視点検する。

・蓄電池設備のセルの電圧、電解液比重測定又は内部抵抗測定、温度測定。

    ・その他必要な測定、試験

  ｃ臨時点検 必要の都度

    (a)施設の電気工作物に、事故又は故障の発生や発生するおそれの連絡を監督職員もしくは、

三重下水処理場維持管理業者から受けた場合、６０分以内に現地に到達し電気管理技術者

等が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し、事故又は故障の状況に応じて臨時点

検を行う。

    (b)事故又は故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発

させないための対策について、発注者に指示又は助言を行う。

(c)その都度、事故・故障等の報告を文書にて発注者に行うこと。

（イ）法令に基づく立ち入り検査の立会いを行うこと。

（ウ）自家用電気工作物の設置又は変更及び外部委託契約について、九州産業保安監督部長に対し申

請書又は届出書の提出を必要とする場合における書類、又は図面の作成並びに届出、手続きを

行うこと。

（エ）自家用電気工作物の設置又は変更の工事については、必要に応じて設計の審査、法令に基づく

工事期間中の点検、竣工検査、立会いを実施し必要な助言を行うこと。

オ 注 意 事 項

（ア） 経済産業省九州経済産業局九州産業保安監督部長へ電気事業法施行規則（平成 7 年通商産

業省令第 77 号）第 52 条第 2 項の外部委託承認に係る書類を提出すること。(継続の場合

は除く)

（イ） 下水道施設である中継ポンプ場等については、長崎市民の生命や財産を守る重要な役

割を担っている施設であることを念頭に、その機能を損なうことがないよう保安管理を行

うものとする。

（ウ）履行期間中は地震、台風、大雨等の非常災害時および夜間、休日等に異常が発生した場合いつ
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でも連絡及び措置がとれる体制を維持しておくこと。

（エ）保安規程については、長崎市上下水道局電気工作物保安規程に準じて発注者と協議により決定

するものとする。

（オ）管理業務を行う者は、第三種電気主任技術者以上の免状を有する者から電気主任技術者を選任

すること。

（カ）点検結果報告書は確認後、双方において 3 年間保存しておくものとする。

（キ）点検作業日時については、発注者と打ち合わせ後決定し、点検作業に伴う稼働中の機器の停止

については、中継ポンプ場等の各設備の運転に支障を及ぼさないようにすること。

（ク）受注者は必要に応じてリスクアセスメントを実施し、作業員の安全管理を適切に行うこと。

カ 提 出 書 類

（ア）工程表（履行計画書）                   

（イ）点検予定表                        

（ウ）作業報告書               

（エ）作業写真帳（着工前、試験点検作業中、清掃中、機器不具合箇所、完成等）

※上記電子データでの提出可

キ そ の 他

（ア）管理業務実施者は、電気事業法施行規則（平成 7 年通商産業省令第 77 号）に適合する者が行

うものとする。

（イ）点検に伴う停電作業については、降雨等により延期する場合があるので発注者と協

議を行うこと。

（ウ）受注者の瑕疵による損害・波及事故が生じた場合、受注者はその賠償の責めを負

うこと。

（エ) この仕様書に定めていない事項について疑義が生じた場合は、相互に協議の上、決定

するものとする。
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別表１ 配置する有資格者・技術者（第１５条）

資 格 名 関係法令 備  考

１
下水道維持管理者 下水道法第２２条第２項他 仕様書第８条

総括責任者

２ 電気主任技術者第３種以上 電気事業法 日勤勤務者

３ 電気工事士（第２種以上） 電気工事士法 日勤勤務者

４ 危険物取扱主任者（乙種第４類） 消防法 日勤勤務者

５
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任

者（第２種）

労働安全衛生法 作業時選任

６
特定化学物質及び四アルキル鉛等

作業主任者

労働安全衛生法 作業時選任

７ アーク溶接講習修了者 労働安全衛生法 作業時

８ ガス溶接講習修了者 労働安全衛生法 作業時

９
床上操作式クレーン運転技能講習

修了者

労働安全衛生法 作業時

10 玉掛技能者 労働安全衛生法 作業時

11 エネルギー管理員 省エネ法、温暖化対策法 仕様書第 24,30 条

12 その他労働安全関係で必要な資格
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別表２ 施設の使用（第２２条）     

使用条件

項目 内容

使用期間 契約締結日～令和５年１月３１日

使用条件

１ 常に善良なる管理者の責任を持って使用し、維持・保存に要する費用は受注

者の負担とする。

２ 原則として第三者に使用させてはならない。

３ 使用目的以外の目的に使用しないこと。

４ 使用物件について形質の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ書面に

よる承諾を受けた時はこの限りではない。

５ 使用者がその責に帰する理由により使用物件の全部又は一部を滅失、毀損し

たときは、その損害を賠償しなければならない。

６ 使用期間の満了によって使用を終了した場合には速やかに原状に回復するこ

と。

ただし、発注者が特に認めた場合はこの限りではない。

７ 使用物件については発注者が随時検査を実施し、資料の提出又は報告を求め

その使用に関して指示した時はその指示に従わなくてはならない。
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別表３ 契約基準及び達成基準（第３０条・第３２条・第３３条）

３－１ 契約基準及び達成基準

水質項目等 法定基準 契約基準 達成基準

ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 6.0～8.4

ＢＯＤ（㎎/L） 15 15 以下 平均値 8以下

ＣＯＤ（㎎/L）

日平均 120

日最大 160
120 以下 平均値 20以下

ＳＳ（㎎/L） 40 40 以下 平均値 10以下

大腸菌群数（個/cm3） 3,000 3,000 以下 平均値 300 以下

脱水ケーキ含水率(%) －

（スクリュー）

平均値 80以下

（スクリュー）

平均値 75以下

（プレス）

平均値 70以下

（プレス）

平均値 68以下

※ 契約基準を超えた場合、受注者は直ちに契約基準を満たすための措置をとらなければならない。

※ 達成基準を超えた場合、速やかに発注者とその対応について協議を行い、達成基準を満たすた

めの措置を講ずるとともに、速やかにその経過と措置の内容を発注者に報告しなければならない。

※ 契約基準及び達成基準を満たしていることの判定は、発注者が行う精密試験等の値を対象とす

る。ただし、脱水ケーキ含水率については、受注者が定期的に測定する毎週２回の測定値を対象

とする。

※ 契約基準は毎回の測定値が基準値内であることとする。ただし、脱水ケーキ含水率は月の平均

値が基準値以下であること。

※ 達成基準は、月の平均値が基準値以下であること。

※ 大腸菌群数は放流水の消毒を目的とする薬品の注入率が大きく左右するので、受注者が行う放

流水の残留塩素測定を基に、適切な注入を行うこととする。
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（参考） 放流水の水質及び脱水ケーキの含水率（実績）

水質項目等 実績値

ｐＨ 6.8

ＢＯＤ（㎎/L） 3.3

ＣＯＤ（㎎/L） 11.6

ＳＳ（㎎/L） 1

大腸菌群数（個/cm3） 16

全窒素（㎎/L） 14.6

全リン（㎎/L） 0.8

脱水ケーキ含水率（%） スクリュー：72.5、プレス：64.0

透視度（cm） 95

※受注者は実績値を目指し維持管理に努めなければならない。この実績値は平成 28 年度

から 30 年度の平均値を示す。
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別表４ 処理場施設整備・改築予定(第３０条・第４３条)

年度 予定項目

２年度

脱水ケーキホッパ整備

換気設備整備

空気配管整備

主ポンプ補機設備整備

三重中継ポンプ場脱臭ファン整備

三重中継ポンプ場破砕機整備

３年度

主ポンプ No.1,No.2 整備

送風機整備

スカム分離機整備

工業計器盤整

用水設備整備

受変電設備

三重中継ポンプ場破砕機整備

三重多以良中継ポンプ場破砕機整備

４年度

し渣洗浄掻揚機整備

し渣搬出機整備

最初沈殿池整備

高圧保護継電器整備

送風機 No.3 増設

用水設備

受変電設備

三重中継ポンプ場汚水ポンプ整備

三重多以良中継ポンプ場汚水ポンプ整備

※本表は整備予定であり、機器･設備の故障や老朽の進行、又は予算等の諸事情により変更することがある。
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別表５ 廃棄物の処理（第３０条）

種  類 内    容
履行分担

備 考
発注者 受注者

脱水ケーキ等

(沈砂含む)及び

し渣

専門業者との契約 ○

専門業者への手配 ○ ○

仕様書第３０条

専門業者への廃棄物の引渡し作業 ○

数量確認立会 ○

マニフェスト作成（し渣は不要） ○

マニフェスト管理 ○ ○

管理上発生した

産業廃棄物

鉄屑・廃油（ウェス含む）・電球・廃プラス

チック類等
○ ○

一般廃棄物 一般廃棄物置場・管理上発生したもの ○
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別表６ 流入水の想定水質及び想定水量（第３１条）

６－１ 流入水の想定水質

単位：㎎/L

水質項目 計画 実績 備     考

BOD 220 218 実績値を想定水質とする

SS 220 189 同上

※実績値は、平成２８年度から３０年度の平均値を示す。

６－２ 流入水の想定水量

単位：m3

年  度 R元(2ヶ月) R2 R3 R4(10 ヶ月)

処理能力（日最大） 11,500 11,500 11,500 11,500

想定水量（日平均） 6,634 6,560 6,484 6,407

年間流入水量 398,040 2,394,400 2,366,660 1,960,542

※R 元年度の想定量は、R2年 2月 1日から R2 年 3月 31 日までの２カ月間の値を示す。

※R4年度の想定量は、R4年 4月 1日から R5 年 1 月 31 日までの１０カ月間の値を示す。

６－３ 脱水ケーキの想定量

単位：t

年  度 R元(2 ヶ月) R2 R3 R4(10 ヶ月)

脱水ケーキ想定量 400 2,200 2,200 1,900

※R 元年度の想定量は、R2年 2月 1日から R2 年 3月 31 日までの２カ月間の値を示す。

※R4年度の想定量は、R4年 4月 1日から R5 年 1 月 31 日までの１０カ月間の値を示す。
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（参考）

・流入水の水量（実績）

単位：m3

年  度 H28 H29 H30

流入水量（日平均） 6,621 6,769 6,805

年間流入水量 2,416,834 2,470,553 2,483,874

・脱水ケーキ量（実績）

単位：t

年  度 H28 H29 H30

脱水ケーキ量 2,045 2,164 2,017

・除去率の状況

項   目 計画 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度

ＢＯＤ

流入水質(㎎/Ｌ) 220 237 208 210

放流水質(㎎/Ｌ) 15 3.5 2.9 3.5

除去率（％） 93.2 98.5 98.6 98.3

ＳＳ

流入水質(㎎/Ｌ) 220 194 180 193

放流水質(㎎/Ｌ) 10 2 1 1

除去率（％） 95.5 99.0 99.4 99.5
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別表７ 緊急事態（第３６条）

事  項 緊急事態 非常事態（非常事態宣言）

大雨

及び

異常流入

大雨洪水警報が発せられたとき

または、流入量が異常に増加したとき

台風接近の場合で被害が予想されるとき

ゲート前水位が 2.0ｍを越えた場合

流入下水量が処理量を超える場合（一次処理

放流が必要なとき）

流量調整池が２池とも満杯になり始めた場合

地震 震度４以上の地震が発生したとき 地震により施設に障害が出た場合

火災
火災報知機が発報したとき、または火災の

発生が疑われるとき
火災の発生が確認されたとき

流入水質異常

毒物の流入に対する情報が寄せられたとき 活性汚泥が死滅し水処理不能に至った場合

感染症に関する情報が寄せられたとき 感染症が集団発生した場合

pH異常のとき

  （pH9.5 以上又はpH5.0 以下）
活性汚泥が死滅し水処理不能に至った場合

反応タンク送風量の異常増加、減少のとき 活性汚泥が死滅し水処理不能に至った場合

大量の油類が流入したとき 活性汚泥が死滅し水処理不能に至った場合

放流水質異常

放流水透視度悪化のとき

（30cm 以下）
排水基準を超えるおそれがある場合

放流水に油膜が発生のとき

臭気
異臭が発生のとき

装置が停止したとき
建物外部に臭気が漏洩した場合

停電 停電が発生したとき 非常用発電機が起動しなかった場合

直流電源・CVCF・UPS
直流電源・CVCF 及び UPS が故障停止したと

き
管理棟機械棟直流電源異常停止の場合

その他
処理場の運転操作に影響が生じる事態が発

生したとき

処理場の機能が低下し外部に被害を与える事

態が生じたとき
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別表８ 責任分担（第３８条）

種  類 内    容
責任分担

備 考
発注者 受注者

法令改正 本委託に直接関係する法令等の改正 ○ ○ 仕様書第 24,25 条

物価変動 物価変動に伴う経費の増 ※○

維持管理費の

膨張
人件費等の維持管理費の膨張 ※○

市民等への対応
市民、他都市、諸官庁又は報道機関等からの

照会、意見、要望、依頼等の対応
○ ○ 仕様書第 18条

第三者賠償 業務履行に伴い生じた第三者に及ぼした損害 ○ ○ 仕様書第 26条

事故・災害

業務履行に伴う事故・災害 ○
仕様書

第 5,9,36 条
天災等の不可抗力等による事故・災害 ○ ○

環境保全 契約基準 ○ 仕様書第 32条

仕様変更 委託内容の変更に関するもの ○

想定流入水

想定流入水の範囲内におけるもの ○ 仕様書第 31条

想定流入水の範囲外におけるもの ○ ○ 仕様書第 36条

搬出汚泥量（脱水

ケーキ等及びし

渣）

搬出ホッパ重量計の保守管理 ○

搬出汚泥量の確認 ○ ○

施設の機能

施設機能の保持・補修及び簡易な修繕 ○

仕様書第 48,49 条

上記以外の修繕及び改築 ○ ○

施設管理

場内の巡視、点検、施錠、清掃、危険箇所の

把握及び火災予防のための措置
○

仕様書

第 18,30,37,50 条

業務履行に伴う薬品・燃料・電力等 ○ 仕様書第 30,50 条

業務の再委託 再委託者の監督 ○ 仕様書第 16条

※受注者の業務継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することとする。

※本責任の分担のほかに疑義があるものについては、その都度協議することとする。
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別表９ 業務書類等（第４０条、４１条）

９－１ 契約締結時から業務開始日までの提出書類

提出書類 提出時期 備  考

１ 総括責任者決定通知書及び

雇用証明書

契約締結時 仕様書第 7条

２ 副総括責任者決定通知書及び

雇用証明書

契約締結時 仕様書第 10 条

３ 業務履行計画書 業務開始日まで 仕様書第 12 条

４ 総括責任者選任届 契約締結時 仕様書第 7条

５ 副総括責任者選任届 契約締結時 仕様書第 10 条

６ 従業員名簿 業務開始日まで

７ 就業規則 業務開始日まで

８ 安全作業基準 業務開始日まで

９ 緊急事態非常呼出し出勤体制

及び連絡表

業務開始日まで 仕様書第 13 条

10 貸与備品等リスト 業務開始日まで 仕様書第 23 条

11 機能確認書 業務開始日まで 貸与備品の機能確認を含む

９－２ その他提出書類

提出書類 提出時期 備  考

１ 日報 監督職員巡回時

２ 業務完了報告書 翌月の７日まで 3月分は 3月 31 日まで

３ 精密試験等結果報告書 翌月の７日まで 3月分は 3月 31 日まで

４ 定期点検整備報告書 翌月の７日まで 3月分は 3月 31 日まで

５ 維持管理委託業務実施報告書 翌月の７日まで 3月分は 3月 31 日まで

６ 簡易な修繕の報告書 その都度、速やかに

７ 維持管理委託業務実施計画書 当該月の７日前まで

８ ユーティリティー管理業務報

告書

翌月の７日まで 3月分は 3月 31 日まで

９ 水質試験結果報告書 翌月の 7日まで 3月分は 3月 31 日まで

10 事故・苦情等報告書 速やかに 事故等が発生した場合

内容に応じ、速報、詳細報告等を

適宜行うこと。

11 諸業務の実施報告書 その都度、速やかに

12 修繕報告書 翌月の７日まで 見積書、写真、請求書又は領収書

（写し）

3月分は 3月 31 日まで

13 その他発注者が指示するもの 業務打合わせ簿等
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９－３ 契約終了時提出書類

提出書類 提出時期 備  考

１ 業務完了報告書 契約最終日

２ 機能確認書 契約最終日 貸与備品の機能確認を含む

３ 引継事項書 契約最終日

４ その他発注者が指示するもの
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別表１０ 水質・汚泥試験業務（第４７条）

採水・採取 随時 随時 随時 随時

水温 週５

透視度 週５

残留塩素 週５

ｐH 週５ 週５

SS(MLSS) 週５ 週５ 　

SV30 週５

COD 週３ 週３

アンモニア性窒素 週２

亜硝酸性窒素 随時

硝酸性窒素 随時

微生物検鏡 週１

汚泥界面 随時 随時 随時

2 器具洗浄等 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日

採取 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

ｐH 月2 週１ 月２ 月2

SS 週５ 月２ 月２ 月２ 週５ 月２ 月２ 随時 随時

VSS（有機分） 月１ 月１ 月１ 月１ 月１

TS 月２ 月２ 月２ 月２ 月２

VTS（有機分） 月１ 月１ 月１ 月１ 月１ 月２ 月2

含水率 週２ 週２ 月１

採水器セット 月２ 月２ 月２ 月２

採水 月２ 月２ 月２ 月２

気温 月２

水温 月２ 月２ 月２

残留塩素 月２

採水 月１

水温 月１

透視度 月１

ｐH 月１

COD 月１

SS 月１

塩素イオン 月１

残留塩素 月１

採水 年２ 年２ （注）

ｐH 年２ 年２ （注）

BOD 年２ （注）

COD 年２ 年２ （注）

SS 年２ 年２ （注）

塩素イオン 年２ 年２ （注）

7 その他 2回／月 臭気測定

　　　　　　　　検体

測定項目等

重

力

濃

縮

プ

レ

ス

脱臭装置出口の臭気測定（硫化水素・アンモニア・メチルメルカプタン等）を毎月２回以上行うこと。（連続式硫化水素測定器で代用可）

4 精密試験 2回／月

5 用水試験 1回／月

6 通日試験 2回／年

3

し

さ

汚泥試験

1回／週

2回／週

5回／週

1回／月

2回／月

随時

8 備考

・残留塩素は「遊離残留塩素」と「全残留塩素」の両方を測定すること。

・SS測定用のろ紙を事前に乾燥・秤量すること。

・放流水のアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素は系列ごとに測定すること。

・活性汚泥の生物相に注意すること。（週1回以上の頻度で検鏡すること。）

・脱臭や水処理の水質計器は月１回校正を行い、測定結果を記録すること。

・（注）放流水（滅菌後）の通日試験は発注者の指示に従い、実施すること。

供

給

汚

泥

脱水ケーキ

プ

レ

ス

ス

ク

リ

ュ
ー

返

送

・

余

剰

汚

泥

初

沈

汚

泥

終

沈

汚

泥

重

力

濃

縮

機

械

濃

縮

返流水

1 平常試験

1回／週

2回／週

3回／週

5回／週

随時

検査頻度

流

入

下

水

反

応

槽

入

口

水

放

流

水

（
滅

菌

前

）

放

流

水

（
滅

菌

後

）

用

水

反

応

槽

(

1

・

2

系

)

機

械

濃

縮

ス

ク

リ

ュ
ー
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別表１１ 発注者が支給する部品材料等（第４８条）  

消  耗  品  類 備  考

1 巡回点検時に補充する以外の油脂類（送風機・機関潤滑油、油圧作動油等）

2 鋼管類（SGPW、SUS 等（25Aを超えるもの））

3 配管用弁類（金属製は 25A を超えるもの、樹脂製は50A を超えるもの）

4 塩化ビニル管（VP、HIVP 等（50A を超えるもの））

5 ポンプ廻りの圧力計類

6 ボルト・ナット類（簡易な修繕等に含まれないもの）

7 汚泥脱水機に使用するろ布や高圧ホース、Vベルト等

8 照明用蛍光灯器具、水銀灯灯具類

9 電気盤の補助リレー、タイマー類

10 塩化ビニル電線管（VE・HIVE（54mm 以上））

11 現場用水質計器類消耗品（DO計電極、pH ﾁｯﾌﾟ、ORP ﾁｯﾌﾟ等）

12 その他専用部品や特殊部品など
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別表１２ 修繕業務（第４９条）  

番号 項    目 内   容

１ 修繕業務予定金額

税抜き 1,714万円（年度額）を予定する。

ただし R元年度(2月～3月)は税抜き 286万円、R4年度(4
月～1月)は税抜き 1,428万円としR元年度分の修繕が発生

しない時は R2 年度に実施するものとする。上記年度予定

金額を超えるおそれがあるときは、事前に知らせること。

また、年度末までに予定金額を満たさないおそれがある場

合は、計画的な保全について発注者と協議し、実施しなけ

ればならない。

２ 一件あたりの上限額 一件あたりの上限額は、税込み１３０万円以内とする。

３ 使用する部品等

修繕等に使用する部品等は、仕様変更による性能低下とな

らないものとする。また、本修繕業務で交換した部品等の

所有権は、本市に帰属するものとする。

４ 過失等に対する原状回復
予定金額には、受注者の過失等に起因する、施設設備の原

状回復の費用は含まない。

５ 修繕業務からの除外

故障等の修繕規模が、発注者が行う施設改良更新工事及

び、修繕工事に該当するとき、又、仕様書第４９条第２項

に示す｢簡易な故障修理｣に該当する分はこの修繕業務か

ら除外する。

６ 故障等の因果関係

故障等の因果関係について、発注者は、発注者が行う綿密

な調査等の結果によっては、受注者と協議し、賠償を求め

る場合がある。

７ かし担保相当期間

修繕実施後１年間を、かし担保相当期間とし、修繕の不備

等による故障についての修繕は、受注者の費用で復旧する

こと。ただし、同一機器の再度の故障であっても、実施し

た修繕内容に照らし合わせ、明らかに新たな故障であると

きは、この限りでない。

８ 実施及び報告

故障の内容並びに、修繕方法について事前に通知するこ

と。必要に応じて、この内容ついて協議を求める場合があ

る。

受注者自らが部品等を購入し修繕を実施することもでき

るが、保守点検業務の時間帯に行う場合は当該業務に含ま

れる業務となるため、修繕に要した労務費を別途に計上で

きないものとする。

また、修繕完了時は写真と報告書、実施金額の明細書（発

注者が求めたときは、領収書等の写しを添付すること。）

等を、翌月の初めまでに提出すること。
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別表１３ 受注者が負担する消耗品等（第５０条）

消  耗  品  類 備  考

1 各機器の潤滑油・グリス類（油圧作動油等は除く）

2 ベアリング類（汎用で簡易な修繕に伴うもの）

3 V ベルト類（汚泥脱水機は除く）

4 鋼管類（SGPW、SUS、（25A 以下））

5 鋼管類接続材料（ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾁｰｽﾞ、ｿｹｯﾄ、ｴﾙﾎﾞ等）（金属製は 25A 以下、樹脂製は 50A 以下）

6 塩化ビニル管（VP・HIVP（50A以下））

7 塩化ビニル管接続材料（接着剤と 50A 以下の TS ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾁｰｽﾞ、ｿｹｯﾄ等）

8 パッキン類（簡易な修繕に伴う汎用なもの）

9 ボルト・ナット類で簡易な修繕に伴うもの

10 塩化ビニル電線管（VE・HIVE（42mm 以下））

11 塩化ビニル電線管接続材料（ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ、ｿｹｯﾄ、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ、接着剤等）

12
配管用弁類（汎用小口径（金属製は 25A 以下、樹脂製は 50A 以下）で簡易な修繕に伴う

もの）

13 仮設電灯用品（露出ｽｲｯﾁ、露出ｺﾝｾﾝﾄ、丸型露出ﾎﾞｯｸｽ、VVVF ｹｰﾌﾞﾙ等）

14 照明用蛍光灯ランプ、水銀灯類

15 機器運転表示ランプ類

16 ヒューズ類（高圧機器類を除く）

17 チャート紙・記録用紙類、業務報告用紙類

18 記録打出用リボンカートリッジ・記録用インク類、ペン類

19 ハードコピー用リボン

20 酸素ｶﾞｽ、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、ｶﾞｽ溶接器具、溶接棒類

21 機器・施設等補修用消耗品（塗料類・絶縁テープ類・ウエス等）

22 除草、樹木剪定、消毒等緑地管理に必要な薬品・燃料等及び切刃等の消耗品

23 清掃に必要な薬剤類

24 汚泥脱水、脱臭、放流水の滅菌、その他水処理・汚泥処理に必要とする工業薬品

25
受注者が行なう水質試験等に使用する薬品、消耗品等（試薬、ｐH 計電極、純水製造装

置カートリッジ等）

26 受注者従業員事務所に係る消耗品類

27 池の生物のえさ

28 その他業務履行に伴う作業用消耗品
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別表１４ 受注者が負担する工業薬品（第５０条）

品名 規格 用途

次亜塩素酸ソーダ ローリー12％ 滅菌・脱臭

苛性ソーダ ローリー20％ 脱臭

消石灰 ローリー特号 脱水

塩化第二鉄 ローリー37％ 脱水

高分子凝集剤 イシフロック ICH-6465H（同等品） 脱水

高分子凝集剤 クボックス CP402M（同等品） 濃縮

塩酸 ローリー工業用 35％ 脱水

ポリ硫酸第２鉄 鉄 11％以上、硫酸 25％以上 脱水、消臭

脱水機洗浄用薬品 イビットNo.2AS（同等品） 脱水

脱水機洗浄用薬品 エルビットN（同等品） 脱水

消臭剤 エンヴァイロザイン グリース X（同等品） 消臭
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別表１５ 経費の負担（第５１条）

種  類 内    容
経費分担

備 考
発注者 受注者

法令改正 本委託に直接関係する法令等の改正 ○ ○ 仕様書第 24,25 条

第三者賠償 業務履行に伴い生じた第三者に及ぼした損害 ○ ○ 仕様書第 26 条

事故・災害

業務履行に伴う事故・災害 ○ 仕様書第

9,12,30,36,43,

44,45 条天災等の不可抗力等による事故・災害 ○ ○

施設の機能 施設機能のうち保持・補修及び簡易な修繕 ○ 仕様書第 48 条

緊急事態
機器故障・異常流入水等による受注者対応に係

るもの
○ ○ 仕様書第 36条

非常事態 発注者の指示による対応に係るもの ○ 仕様書第 36 条

仕様変更 委託内容の変更に関するもの ○

想定流入水

想定流入水の範囲内におけるもの ○ 仕様書第 31 条

想定流入水の範囲外におけるもの ○

動力費 施設の運転に供する電気代、燃料代 ○

工事等用

光熱水費

発注者、受注者を問わず修繕を実施する場合に

使用するもの
○

発注者が実施する工事、業務委託はその請負者

が負担するものであるが、特に発注者が認めた

場合によるもの

○

工業薬品費
汚泥脱水、脱臭、放流水の滅菌、その他水処理・

汚泥処理に必要な工業薬品代
○

直接経費 前三項のほかで業務に伴う経費 ○

消耗品等 受注者が負担する消耗品 ○ 仕様書第 50 条

設備点検工具等
点検及び修繕にかかる工具、回路計、絶縁抵抗

計等特殊でないもの
○

安全管理器具等
硫化水素測定器、酸素濃度計、毒性ガス検知器、

安全標識等
○

修繕費 受注者が負担する修繕費 ○ 仕様書第 49 条

施設の改善 施設設備の改善に伴う経費 ○ 仕様書第 56 条

諸業務 諸業務の履行に伴う経費 ○ 別紙に定める
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別表１６ 諸業務実施年度（第５９条）

業務名 令和２年度 令和３年度 令和４年度

三重下水処理場ほか消防設備点検業務 ○ ○ ○

三重下水処理場ほか樹木管理業務 ○ ○ ○

三重処理区中継ポンプ場活性炭取替業務 ○ ○ ○

三重下水処理場庁舎定期清掃業務 ○ ○ ○

三重下水処理場高圧保護継電器等試験・点検

業務
○ ○ ○

三重下水処理場ほか施設清掃業務 ○ ○ ○

三重下水処理場地下タンク及び地下埋設配管

漏洩検査業務
○ ○ ○

三重下水処理場曝気槽撹拌機点検整備業務 ○ ○ ○

三重下水処理場トラックスケール検査業務 ○ ○

三重下水処理場クレーン点検業務 ○ ○ ○

三重下水処理場非常用発電設備点検整備業務 ○

三重処理区中継ポンプ場非常用発電設備点検整

備業務
○

三重下水処理場ほか工業計器点検業務 ○ ○ ○

三重下水処理場中空炭取替再生業務 ○ ○ ○

三重処理区中継ポンプ場自家用工作物保安管

理業務
○ ○ ○

*それぞれの業務の仕様書は別紙による。
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三重下水処理場 施設概要

供用開始日                    昭和５９年８月１日

敷地面積            ３７，４００ｍ２

現有処理能力          １１，５００ｍ３／日

（日最大）

現流入量（平成３０年度平均）   ６，８０５ｍ３／日

排除方式            分流式

主要機器

主ポンプ設備      ５．０ｍ３／分×  ３０ｋＷ×２台  立軸斜流渦巻ポンプ

１０．０ｍ３／分×  ４５ｋＷ×１台  立軸斜流渦巻ポンプ

  揚水ポンプ設備        ２．０ｍ３／分×  １１ｋＷ×２台  横軸斜流渦巻ポンプ

                       ４．０ｍ３／分×１８．５ｋＷ×１台  横軸斜流渦巻ポンプ

曝気ブロワー設備     ３０ｍ３／分×  ５５ｋＷ×２台  ターボブロワー

返送設備        １．０ｍ３／分× ７．５ｋＷ×２台  特殊無閉塞渦巻ポンプ

                          ２．０ｍ３／分×  １５ｋＷ×１台  特殊無閉塞渦巻ポンプ

非常用発電機設備        ６２５ｋＶＡ×６６００Ｖ×１台

脱臭設備   Ａ系    ８５ｍ３／分× ５．５ｋＷ×２台  脱臭ファン

        Ｂ系   １３０ｍ３／分×  １１ｋＷ×１台  脱臭ファン

用水設備   ろ過ポンプ０．４ｍ３／分× ３．７ｋＷ×２台  横軸渦巻ポンプ  

  濃縮設備 重力式濃縮タンク 汚泥掻寄機 ０．７５ｋＷ×１台  中央駆動懸垂形

              処理量 １０ｍ3／ｈ×１台         ベルト型ろ過濃縮

脱水機設備           処理量２００kg・ＤＳ／ｈ×１台    スクリュープレス脱水機

                           ９４ｍ２×３．５ｋｇ／ｍ２ｈ×１台  横型加圧脱水機

放流渠ポンプ設備     ４．９７ｍ3／分×２２ｋＷ×３台  水中汚泥ポンプ

  受電設備   ３φ３Ｗ６．６ｋＶ 契約電力５００ｋＷ未満

※電気単線結線図並びに工計フローシートについては、別紙を参照のこと。
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三重多以良中継ポンプ場 施設概要

  供用開始日       平成９年４月１日

  主要機器

   主ポンプ設備        ０．８２ｍ３／分× ５．５ｋＷ×２台  槽外形立軸スクリュー渦巻             

ポンプ

    非常用発電機設備  ５０ｋＶＡ× ２１０Ｖ×１台

三重中継ポンプ場 施設概要

  供用開始日       平成１１年１１月１日

  主要機器

   主ポンプ設備        ２．２ｍ３／分×  ３７ｋＷ×２台  槽外形水中ポンプ

    非常用発電機設備    １５０ｋＶＡ× ２１０Ｖ×１台

三重下水処理場放流渠 施設概要

  供用開始日    平成２５年１０月

  主要機器

   ポンプ設備  口径２００㎜ ４．９７ｍ3／分×２２ｋＷ×３台  水中汚泥ポンプ

   現場操作盤  協和監視システム（非常通報装置含む）
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三重下水処理場放流渠

「三重下水処理場放流渠点検業務仕様書」

１ 本業務は、三重下水処理場維持管理業務委託の一部として業務を行うものとする。

  

２ 放流渠ポンプ設備について、点検業務を行うものである。施設の設置場所について

は、配置図参照のこと。

点検業務は、簡易点検を月２回、引上げ点検を２回／年行うものとし、点検基準に

ついては、「下水道施設維持管理積算要領-終末処理場・ポンプ場施設編-(社団法人日

本下水道協会 2011 年版)」並びに「下水道施設維持管理指針(社団法人日本下水道協

会 2014 年版)」内のマンホール形式ポンプ場の規定に準じ、実施するものとする。な

お、簡易な設備清掃(洗浄含む。)も行うものとする。

緊急事態が発生した場合、速やかに臨機の措置を講じ発注者に報告のこと。

平日勤務時間中に作業、処置できる簡易な修繕は本業務に含むものとするが、外部委

託等の修繕については、協議にて対応するものとする。

３ 業務の実施要領

(1)簡易点検

・中央監視室での Web 監視

・制御盤での計測・記録並びに盤内外等の点検及び切替作業

・ポンプ運転状況の確認

・ポンプ槽内点検、清掃並びに分水人孔のフラップゲート等の汚れ確認・清掃

・水位計及びフリクトスイッチの状況確認及び清掃

・放流口の状況確認

・処理場と放流渠間の管路マンホールの状況確認（蓋並びに陥没）

(2)引上げ点検

・ポンプ本体の引上げ点検、清掃

・着脱部の点検、配管設備点検、インペラーの点検

・水位計点検（フリクトスイッチを含む）

(3)警報受信及びその対応

・ウェブ画面確認

・現地確認及び対応（必要なとき）

４ 受注者の負担の範囲

(1)点検に必要な工具、計測機器、洗浄器等並びに消耗部品、材料、油脂等は、受注者

の負担とする。

(2)点検に必要な仮囲い等は、受注者の負担とする。

(3)簡易な修繕に必要な消耗部品、材料、油脂等は受注者負担とする。

５ 業務の報告

  報告書等による報告期限(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)

   当月分の業務報告書等は翌月７日までに提出するものとする。

   報告書等については、放流渠ポンプ設備点検記録表にて代えて報告してもよいも

のとする。
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６  注意事項

(1)引上げ点検時には簡易点検も同時に行うこと。

(2)引上げ点検時において、作業を保全する観点から交通誘導員を最低１名は配置し

作業に当たること。なお、作業エリアはパイロン等を使用し確保すること。

(3)作業の際は酸素及び硫化水素の測定を行い、必要に応じて換気を行うなど酸欠に

は注意すること。また、交通誘導員を配置して、歩行者・作業者の安全を確保す

ること。

(4)点検作業中は周辺の通行人に十分注意すること。また、地元住民とトラブルにな

らないよう注意すること。

(5)点検時に異常を発見したとき、または問題が発生した時は遅滞なく報告すること。

(6)警報が発生した時は、ウェブ画面を確認し溢水等不測の事態が生じないように対

応するものとする。
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三重処理区マンホールポンプ場設備一覧表

口径
（mm）

能力
(m3/分)

台数
電気
容量

1 鳴見町（１） 80 0.30 2 5.5kw 平成9年2月6日 水神 太平洋機工(株)

2 多以良町（１） 65 0.20 2 0.75kw 平成9年3月18日 協和 (株)クボタ

3 多以良町（２） 100 0.70 2 3.7kw 平成9年3月18日 協和 (株)クボタ

4 多以良町（３） 80 0.30 2 2.2kw 平成12年3月22日 協和 (株)鶴見製作所

5 鳴見町（２） 65 0.16 2 2.2kw 平成14年4月1日 協和 荏原テクノサーブ(株)

6 樫山町 205 1.25 2 22kw 平成14年4月1日 協和 荏原テクノサーブ(株)

7 三京町 65 0.16 2 0.75kw 平成28年3月22日 協和 (株)鶴見製作所

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

150DSMZF622

TOP65NZ4.75-61

型式

D3K-SH-5.56

SER-71T3B1

KS-VG 1003AA

TOP-80-2.2-4USG3

65DMV262.2

№ ポンプ場名
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

設置（引継）
年月日

Ｗｅｂ
メーカ

メーカー
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